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１．外国人観光案内所の基本的な考え方 

（１）訪日旅行の現状と課題 

観光はコロナ禍を経ても我が国における成長戦略の柱であり、観光産業は地方創生を支える基

幹産業として地域活性化の切り札となっている。特に国際観光は、国際的な相互理解の増進と国

際平和の実現と推進において重要な役割を担うものである。 

インバウンドは、コロナの流行により、2019 年の訪日外国人旅行者数 3,188 万人、訪日旅行

消費額 4兆 8,135億円をピークに大幅に減少し、2022年 10月の水際措置の大幅な緩和や円安効

果等が相まって堅調に回復してきているところである。 

一方で、コロナの流行以前から、訪日外国人旅行者の一人当たり消費額単価の伸び悩みや訪日

外国人旅行者の 8 割が上位 10 県に集中する中、一部観光地では、旅行者による混雑、マナー違

反等の課題も生じていた。さらには、観光産業の生産性の低さや人材不足といった構造的課題が

顕在化しており、昨今の世界的なサステナブルな意識の高まりといった世界的潮流も含め、観光

が置かれている状況の変化も的確に捉え、これらの課題解決に取り組んでいかなければならない。 

このため、消費額拡大や地方誘客をキーワードに観光を通じて稼げる地域の実現を目指し、自

然と文化の保全と観光が両立し、地域住民とも連携した「住んでよし、訪れてよし」の高付加価

値で持続的な観光地域づくりを進めていく。こうした取組を通じ、コロナ前とは少し違った、持

続可能な形で観光を復活させることが必要である。 

 

（２）外国人観光案内所の現状と課題 

観光立国の実現には、外国人旅行者の受入環境の整備を通じて利便性・満足度を向上させるこ

とが重要である。外国人観光案内所はこの受入環境の先頭に立ち、外国人旅行者とコミュニケー

ションを行い、求められる情報・サービスを適切に提供し、訪日旅行の満足度を高める案内サー

ビスを行うことが期待されている。 

外国人旅行者の視点からは、外国人観光案内所には、言語対応等で不自由を感じさせないだけ

でなく、多様な日本の魅力を伝える観光案内やホスピタリティ（おもてなし）に富む対応が求め

られる。 

地域の視点からは、外国人観光案内所は、地域の国際観光の最前線として地域の魅力を外国人

旅行者に直接伝えることで、消費額の拡大や各地域への誘客促進、リピーターの増加、持続可能

な観光の推進といった、観光立国の実現に向けて取り組むべき課題解決に寄与する重要な役割を

担っている。 

外国人観光案内所は、地方公共団体や地域の観光協会などにより運営されているものが半分以

上であるものの、交通事業者や宿泊施設など旅行業に携わる民間事業者など様々な主体によって

運営されているものもあり、また、訪日旅行の入り口である国際空港や著名な観光地に立地する

外国人観光案内所もあれば、地方の最終目的地に立地する外国人観光案内所もあるなど、多種多

様な形で存在している。 

その中でいくつかの共通となる課題も明らかになっている。2022年 2～3月に日本政府観光局

（JNTO）が認定外国人観光案内所（本文書における認定制度による認定を受けた外国人観光案内
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所）に対して実施したアンケート調査（回答数 779）によれば、約半数の外国人観光案内所が｢収

益力の向上、収益源の確保｣や「集客・プロモーション」を課題として挙げている。実際、自治

体が設置する外国人観光案内所では約３割が有料サービス自体を行っていないという結果とな

っており、より高付加価値なサービスを外国人旅行者に提供するために有料サービスを導入する

などの収益力の強化は、外国人観光案内所を持続可能に経営していく観点でも有効な手段である。 

また、「集客・プロモーション」においては、情報発信にホームページや SNS 等を活用してい

る外国人観光案内所は、約 6 割となっているが、動画コンテンツや電子パンフレット、EC サイ

トなどの活用は未だ 3割以下にとどまっているなど、さらに幅広い ICTツールやコンテンツの活

用を図っていくことも課題である。 

続いて、「地域との連携」と「案内所間の連携」をそれぞれ約 4 割、約 3 割の外国人観光案内

所が課題として挙げている。地域内の事業者等との連携は、他では案内できない地域ならではの

魅力をタイムリーに外国人旅行者に提供することで、外国人旅行者の満足度を高めるとともに周

遊や消費の拡大を促すことで地域全体での観光による経済効果につながる地域と外国人旅行者

が Win-Win の関係を形成することができる。また、「案内所間の連携」は地域相互の外国人旅行

者の誘導による地方への来訪促進につながるとともに、混雑やマナー問題への対策なども含めた

持続可能な観光の取組などの課題解決の面からも有効な取組である。他の外国人観光案内所との

情報共有・交換など何らかの連携を既に行っている外国人観光案内所は半数以上あるが、その多

くが地域内や隣接地域の外国人観光案内所であり、広域的な連携はまだ進んでいない状況である。 

そして、「人材の採用・確保、人材育成や教育・研修｣など人材に関わる課題を挙げている外国

人観光案内所も約４割ある。また、2022年 12月に実施した追加アンケート調査では、コロナ前

と比較してスタッフ数が１案内所当たり平均 0.66 人減少している実態や、接客応対・ホスピタ

リティに係る教育研修の必要性など、「人材」に関わる課題が多く認識されている。 

さらに、2018 年の北海道胆振東部地震発生の際に北海道旅行中の外国人旅行者に対して実施

されたアンケートでは、地震発生時に希望する対応として「情報提供の充実に係るニーズ」が高

かったこともあり、地震に限らず豪雨など激甚化する災害や交通障害なども含めて、外国人旅行

者が自らの安全を確保するために必要な情報が適切に提供される仕組みも必要である。 

以上のような外国人観光案内所の課題に対応するため、DX の活用等による業務の効率化やサ

ービスの進化、有料サービスの導入、地域との連携強化などの外国人観光案内所の更なる機能強

化が必要である（機能強化の詳細は機能強化の方向性は（５）１）を参照）。このような機能強

化により、先述の外国人観光案内所の役割を果たすべく、本指針に機能強化のための支援策やノ

ウハウをまとめている。 
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（３）外国人観光案内所の運営の考え方と認定制度 

１）外国人観光案内所の目指す姿 

 

外国人観光案内所の現状と課題を踏まえ、外国人観光案内所が役割を果たしていくため、今後、

以下のような視点で機能を強化していくことを目指していく。 

一つ目は「外国人旅行者のニーズに合った情報・サービスの提供」である。外国人旅行者の満

足度を高めるための外国人観光案内所の基本的な役割であるが、対面ならではのメリットを活か

しつつ、ビデオ通話、外国人旅行者の興味・関心に合わせたデジタルルートマップの作成などの

DX の活用等により、業務を効率化しながらサービスを進化させることを目指す。更に、有料サ

ービスの導入により外国人旅行者のニーズに合ったサービスを提供できるようにするとともに、

災害時など困ったときの駆け込み寺としても期待されることから必要な時に適切な情報を提供

することを目指す。 

二つ目は「地域の魅力向上・発信」である。誘客促進やリピーターの増加のために、外国人観

光案内所では地域を PR し、魅力を高めることが期待されている。案内所で収集した外国人旅行

者のデータを地域で共有し、新たな商品開発につなげるなど、これを活用したマーケティングに

より、地域の魅力を向上し、発信する機能を強化することを目指す。 

三つ目は「持続可能性の確保」である。人材の確保、収益の確保などの課題を多くの外国人観

光案内所が抱えていることから、外国人観光案内所の持続可能性をしっかりと確保することが必

要である。また、将来にわたって選ばれる観光地であるためにも重要な要素である持続可能な観

光に資する取組も行うことも目指す。 

これらの機能強化の取組により、地域と外国人旅行者の架け橋として外国人観光案内所の役割

を果たし、インバウンドをはじめとした地域の観光地としての魅力向上に結びつけていく。 
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２）認定制度の考え方 

 

地域における外国人旅行者の積極的な受け入れによる観光振興の取組を支援し、また、我が国

全体の外国人旅行者の受入環境整備に向けて、外国人観光案内所の更なる質の向上・担保を図る

ことを目的に、2012年度に外国人観光案内所の認定制度を導入した。2023年１月時点で 1514カ

所が認定されている。2020 年までの目標としていた 1500 ヵ所が達成されたところであるが、こ

れまで整備してきた体制を維持しつつ、外国人観光案内所のブランド力強化、サービスの質の向

上などを図っていく必要がある。 

本認定制度は、観光庁が、外国人観光案内所の提供するサービス内容によって 3つのカテゴリ

ーに区分する基準を策定し、その基準に合致する外国人観光案内所を JNTO が認定する仕組みと

なっている。カテゴリーごとに必達とする認定基準を定め、各外国人観光案内所が満たすべき水

準を明らかにすることで、外国人旅行者の受入に積極的な地域の質の維持・向上を図っている。 

加えて、外国人旅行者に対して、サービス内容の「見える化」を行い、旅行者が安心して利用

できる体制を構築している。JNTO では、外国人観光案内所の認定制度やカテゴリーの仕組み、

提供する情報・サービス内容を、世界で広く認知されるよう積極的な PRにも取り組んでいる。 

長期的に見れば、この認定を受けた外国人観光案内所が広く外国人旅行者に認知されること

（ブランド化）により、外国人観光案内所の積極的な活用につながり、外国人旅行者が日本中に

存在する様々な魅力に関心を持ち、地方への誘客を促進することが期待される。 

また、地方運輸局においても、各地域における外国人観光案内所の掘り起こしにつながるよう、

各外国人観光案内所に申請や機能強化を働きかけるなどの役割を担うことが必要である。 
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３）認定制度の概要 

 

外国人観光案内所は、外国人旅行者がアクセス可能な場所に位置し、公平で中立な立場から、

観光案内を専業として案内業務を行うことはもちろん、継続的に外国人観光案内所を運営できる

主体により運営されることが望ましい。認定制度においては、こうした条件に合致する外国人観

光案内所を対象としてサービス内容を基準とする認定を行い、質の担保・向上を図り、外国人旅

行者の受入環境の裾野を拡大している。 

一方で、観光案内が専業ではないが、業務の一つとして地域情報の提供などの案内業務を行っ

ている例も多くある。例えば、旅館において宿泊者を対象に近辺の観光案内図を配布し、地域の

見所などを案内する例などもある。こうした取組も外国人旅行者の受入に積極的であるならば、

自社の提供するサービスに偏らないよう公平・中立の立場を意識した上で、裾野の拡大に寄与す

るものとして積極的に取り組んでいくことが望ましい。 

認定制度は、こうした実情をふまえ、観光案内を専業とする外国人観光案内所と、専業ではな

い外国人観光案内所を認定する仕組みからなり、前者は、サービス内容の充実度により 3つのカ

テゴリー（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）に分類し、後者にはパートナー施設という単一のカテゴリーを設けてい

る。 

なお、認定基準については、ICT技術の進展や人材不足等の課題の顕在化、さらにスマートフ

ォンでの情報収集などの外国人旅行者のニーズや行動の変化等を踏まえて見直しを行った。具体

的には、ビデオ通話や電子パンレットなどの ICT技術の進展に合わせて、対面の接客や紙のパン

フレットを前提とした基準を見直し、ビデオ通話や電子パンフレットの活用を想定した基準とし

た。また、外国人観光案内所の所在する観光地のシーズナリティ等も考慮し、開所日に基準を見

直した。更に、昨今の災害の頻発化・激甚化をふまえ、災害に関する情報提供を全ての認定外国

人観光案内所に求めることとした。カテゴリー毎の基準は、「２．外国人観光案内所の設置・運

営指針（P.21）」に示している。 

また、外国人観光案内所は、どの場所にも必要最小限の機能を有する外国人観光案内所があれ

ばいいというものではなく、地域の実情や外国人旅行者のニーズに応じて必要な機能を兼ね備え

るべき施設である。例えば、多くの外国人旅行者が訪れる外国人観光案内所であれば、それに見

合う機能を持つべきであり、国際空港にあるか、著名な観光地の中心地にあるか、最終目的地に

あるか、によっても、求められるニーズは異なる。こうした外国人旅行者のニーズに立脚し、適

切な場所に必要とされる機能を持つ外国人観光案内所が立地していることが望ましい。 

全国の外国人観光案内所が、より高いカテゴリーに位置づけられるよう、質の向上に取り組む

ことが望ましいが、外国人旅行者の旅行行程において、それぞれの地域で求められる役割をふま

え、カテゴリー別の立地の考え方を下表に整理した。ただし、より高いカテゴリーへのレベルア

ップを図らない外国人観光案内所においても、同じカテゴリーの範囲内で、質や機能の向上に努

めることが望まれる。 
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認定制度の概要 

 

 

 

役割 分類のイメージ 

【国(観光庁)】 

運営指針 

の策定 

【JNTO】 

認定･支援 

プロモーション

の実施 

各観光案内所に

おける外国人旅

行者対応をサポ

ートするととも

に、ステップア

ップを実現する

サービスを提供 

 

求められる立地場所 

 

設置目標 

 

カテゴリー 

Ⅱ 

 

カテゴリー 

Ⅰ 

 

カテゴリー 

Ⅲ 

 

◆地域内の交通や観光情報などを

提供できる。 

◆外国人旅行者を積極的に受け入

れる意欲がある。 

◆常時英語対応が可能であり、地

域の観光情報、地図等を旅行者

に提供できる。 

 

 
◆カテゴリーⅠの機能に加えて、

都道府県や広域エリア内の交通

や観光情報などを提供できる。 

◆常時英語対応が可能で、地域情

報はもちろんのこと、周辺を含

む広域の観光情報、地図等を旅

行者に提供できる。 

 

 

◆カテゴリーⅠ、Ⅱの機能に加え

て、全国の交通や観光情報など

を提供できる。 

◆常時、英語を含む 3以上の言語

による対応が可能であり、全国

レベルの観光情報、地図等を旅

行者に提供できる。 

 

 

 

◆外国人旅行者の最終

目的地となり、ローカ

ルな情報の提供が求

められる地域。 

 

 

◆外国人旅行者が、観光

の拠点として多く利

用し、ローカルな情報

に加え、次の移動先な

どの広域的な情報の

提供が求められる地

域。 

 

 

◆外国人旅行者が最初

に訪れる地域。 

◆外国人旅行者が特に

多く訪れる観光地。 

 

 

 

◆外国人旅行者の受入が

見込まれる市町村に少

なくとも１以上設置す

る。 

 

 

◆都道府県に少なくとも

１以上設置し、全国的

な受け入れ体制を整備

する。 

◆多くの外国人旅行者が

訪れるような交通結節

点に設置する。 

◆外国人旅行者の受入に

積極的な都市に設置す

る。 

 

 ◆外国人旅行者が多く利

用する交通拠点に設置

する。 

◆我が国の国際的な観光

地となる都市に設置す

る。 

 

 

求められる機能 

 

分類 

 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ
施設 

◆外国人旅行者を積極的に受け入

れる意欲があり、公平・中立に

配慮して地域の観光情報、地図

等を提供できる。 

◆外国人旅行者を積極

的に受け入れる意欲

のある地域。 

◆全国各地で設置が進

むことが望ましい。 
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４）運営の基本的な考え方 

 

外国人観光案内所は、それぞれの立地や地域の実情に応じて適切かつ柔軟な運営がなされるべ

きであるが、それぞれのカテゴリーには求められる基本的な役割がある。 

ローカルな情報提供を行う地域情報拠点は、カテゴリーⅠ以上の機能をもつことを求める（カ

テゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ）。 

広域的な案内業務を担い、外国人旅行者を「次の目的地」に橋渡しする広域情報拠点となる外

国人観光案内所は、カテゴリーⅡ以上の機能をもつ外国人観光案内所であることが必要である

（カテゴリーⅡ・Ⅲ）。 

そして、国際空港や多くの訪日外国人旅行者が集まる著名観光地など訪日観光の拠点となる地

域では、全国の観光情報を提供する全国送客拠点としてカテゴリーⅢの外国人観光案内所を求め

る。 

これらの 3層の取組により外国人旅行者の利便性・満足度を向上させていく。 

以下に、認定基準に示す各カテゴリーの運営の基本的な考え方を示す。 
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【カテゴリーⅠ（地域情報の交流拠点）】 

 我が国の祭りや伝統文化、温泉、日本食などを始め、地域の暮らしに密着した生活文化まで、

外国人旅行者の関心は多岐にわたっており、ローカル情報を取り扱うカテゴリーⅠの外国人観光

案内所は、外国人旅行者のニーズをふまえ、地域の情報をきめ細かく提供することが重要な役割

である。 

そのためには、外国人観光案内所が、地域の飲食店や宿泊施設、観光施設やボランティア団体

等とより密に連携することで、外国人旅行者が地域を回遊するきっかけを作り出し、地域の観光

振興や経済効果に結びつけるという Win-Winの関係を確かなものとしていくことが必要である。 

また、混雑やマナー問題等が課題となっている地域においては、地域内の混雑状況の把握や見

える化によって外国人旅行者の誘導を図り、持続可能な観光を推進するとともに、災害や交通障

害が発生した時には外国人旅行者に適切に対応していくことが求められる。 

外国人旅行者、域内企業、外国人観光案内所間でコミュニケーションが活発に行われ、画一的

でない、よりきめ細かな地域の魅力を発信できる「地域情報の交流拠点｣を目指していくものとす

る。 
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【カテゴリーⅡ（広域情報拠点）】 

 日本の地理や都市名に馴染みのない外国人旅行者にとっては、次の目的地までの概ねの距離や

要する時間などの認識は十分ではなく、我が国を周遊する上でハードルとなっている。 

 一方、外国人観光案内所は、地方公共団体や地域の観光協会、あるいは地域の民間事業者が運

営を担っており、各々の立地する行政区域を越えて広域の情報を提供することが難しいという実

態がある。 

 カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、カテゴリーⅠの「地域情報の交流拠点」としての役割を

担うことに加えて、行政区域内の情報に留まらない近隣の地域まで含めた広域な観光案内に取り

組むことが求められる。近隣の観光情報を互いに提供しあうことにより、双方の地域における外

国人旅行者の増大に寄与し、地域間で Win－Winの関係を構築することが望まれる。 

このように、カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、外国人旅行者の周遊を助け、広域情報拠点

として「次の目的地」への橋渡し役となることが期待される。 
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【カテゴリーⅢ（全国送客拠点）】 

我が国で外国人旅行者が最初に訪れる国際空港などの交通の要衝や、多くの旅行者が集中する

国際的に著名な観光地では、外国人旅行者がこれから訪問する目的地の観光情報や日本全国の観

光情報など、全国レベルの情報が求められている。 

カテゴリーⅢの外国人観光案内所は、カテゴリーⅠやⅡの機能を担うことはもちろん、多くの

外国人旅行者とのコンタクトポイントにおいて、外国人旅行者を全国各地に送客する拠点として、

全国の観光情報や、旅行計画の参考となるようなサービス、ウェブサイトなどの情報発信基盤も

含め我が国の外国人観光案内所として最高水準となることが求められる。 

また、カテゴリーⅢの外国人観光案内所は、全国の外国人観光案内所のモデルとなるよう、ま

た、我が国の訪日観光行政施策の立案に参考となるよう、JNTOと連携し、ノウハウや観光情報の

共有などに積極的に取り組むことが期待される。 
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（４）認定のプロセス 

 

外国人観光案内所の認定は、国が策定する本基準を踏まえ、JNTOが認定を行うものとする。 

 

認定を受けた外国人観光案内所の質を担保するため、認定を受けた外国人観光案内所は、3年

ごとに更新することとし、その際、基準への適合性を再度審査することとする。また、認定を受

けた外国人観光案内所に対して覆面調査を実施することで、基準にあったサービスを提供してい

るか、設備が設置されているか、などを確認することがある。 

  

【認定に至るプロセス】 

① JNTOが外国人観光案内所の認定について、公募を実施する。 

② 外国人観光案内所は JNTOが示す公募要綱に基づき、所定の申請を行う。 

③ JNTO は、外国人観光案内所からの申請書をもとに、認定基準に照らし合わせその適切性を

確認する。認定基準を満たしていると評価される外国人観光案内所の認定を行う。 

 

②各観光案内所が日本政府観光局
（JNTO）に認定を申請 

 

③日本政府観光局（JNTO）が外国
人観光案内所を認定 

認定に至るプロセス 

①日本政府観光局（JNTO）が外国人観
光案内所の認定について公募を実施 



12 

（５）JNTO が認定する外国人観光案内所の機能強化の方向性と支援策 

１）JNTO が認定する外国人観光案内所の機能強化の方向性 

 

外国人観光案内所の機能強化については、2022 年 2～3 月及び 12 月に JNTO が認定外国人観

光案内所に対して実施したアンケート調査やヒアリング等の結果をふまえて、「JNTO 認定外国

人観光案内所の機能強化方策検討会」において検討を行い、以下の６つのポイントを機能強化

の方向性としてとりまとめた。 

 

① DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化 

  ・ビデオ通話や AI チャットボット、旅ナカアプリなど様々な DX ツールを活用することで、

外国人旅行者に、より分かりやすくきめ細やかな情報提供を行う。 

・業務の効率化や案内サービスを進化させる DXツールを導入していくことも有効である。 

・特に、地方誘客を促進する観点から、ビデオ通話の活用により、外国人観光案内所をネッ

トワーク化し、互いに観光案内や送客を行う取組を推進する。 

 

② 「有料サービス」の導入による、サービスの高付加価値化と収益力の強化 

  ・公平で中立的な立場を基本に、外国人旅行者の満足度や利便性を高め、地域の経済効果に

もつながるような高付加価値な有料サービスの導入を図るとともに、外国人観光案内所自

体の収益力を強化することにより、外国人観光案内所の持続可能性にもつなげていく。 

 

③ 自然災害・交通障害等の緊急時の対応 

  ・外国人旅行者にとって、大規模な自然災害発生時のみならず、交通機関の運行トラブルや、

落とし物・盗難など、様々な緊急時の“駆け込み寺”として、外国人観光案内所は頼りに

されるところであり、外国人旅行者に適切に情報を提供できる体制を確保する。 

 

④ 「地域との連携拠点」としての外国人観光案内所の役割の進化 

・外国人観光案内所は、地域における観光の窓口であり、外国人旅行者との重要なコミュニ

ケーション拠点であることを踏まえ、ガイドツアーや周遊ルート作成により、自治体や DMO、

観光事業者など地域との連携・交流をより一層深め、外国人旅行者に対して、より満足度

の高い情報提供を行う。 

・外国人観光案内所での外国人旅行者とのコミュニケーションを通じて収集したデータは、

地域の、そして我が国の観光にとって重要な財産である。外国人旅行者のニーズを把握し、

満足度を高め、我が国・各地域の観光の魅力を高めていくために、データの活用を推進す

る。 

 

⑤ 持続可能な観光に寄与する外国人観光案内所 

  ・過度な混雑やマナー違反などの未然防止を図るため、外国人旅行者の分散・誘導やマナー

の啓発、他地域への送客など、「持続可能な観光」に資する取組を推進する。 
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⑥ スキルアップとモチベーション向上に向けて 

  ・外国人観光案内所は、外国人旅行者とのコミュニケーションを通じて情報やサービスを提

供する拠点であり、それを担うスタッフのスキルを向上させ、モチベーションを高めるこ

とが、外国人旅行者の満足度を左右する非常に重要な観点であることから、これらに資す

る取組を推進する。 
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２）JNTO が認定する外国人観光案内所に対する支援策 

 

JNTO が認定する外国人観光案内所やパートナー施設に対して、質の向上・質の担保に寄与す

るよう、観光庁及び JNTOにより認定外国人観光案内所に対する様々な支援を実施している。 

※以下の支援制度は、2023 年 2月時点のものであり、最新の情報は観光庁又は JNTOにお問い合

わせください。 

https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/foreign_tourist_info.html 

 

■プロモーション  

JNTO においては、認定を受けた各外国人観光案内所について、ホームページ等を通じ世界に

向けて紹介するとともに認定外国人観光案内所のサービスや特徴、周辺地域の魅力を発信し、外

国人観光案内所の認知度向上を支援。 

https://tic.jnto.go.jp/eng/index.php 

 

 ■各外国人観光案内所向け支援策 

観光庁及び JNTOは、認定外国人観光案内所の運営に資する以下の支援を行う。 

 

①言語に関する支援 

(a) 多言語対応機器の整備 

・観光庁の「インバウンド受入環境整備高度化事業」では、観光庁が指定する市区町村にお

ける認定外国人観光案内所の多言語案内・翻訳用タブレット端末等の整備・改良を支援 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html 

・観光庁の「災害・急病等危機管理対応事業」では、認定外国人観光案内所における災害時

の多言語対応強化に係る翻訳機器等の整備を支援 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html 

(b) 簡易通訳サポート：（英語、中国語、韓国語） 

・対応準備のない外国語来訪者に対する電話による簡易通訳のサポート 

 

②外国人旅行者への案内業務に資する情報提供に関する支援 

(a) JNTO認定外国人観光案内所 

・認定外国人観光案内所向けに「案内業務の心得」「シーン別の対応方法とポイント」など、

観光案内のノウハウをまとめたマニュアル。認定外国人観光案内所向け専用サイトからダ

ウンロード可能。 

(b) ビジットジャパン案内所通信（V通信）の配信 

・認定外国人観光案内所向けに外国人旅行者案内関連情報の提供や外国人観光案内所間の情

報共有を目的として、JNTO TIC（JNTOが事業主体となって設置している認定外国人観光案

内所）などの案内事例、各地の外国人観光案内所からいただいた最新観光イベント情報、

JNTO TICで作成した、外国人旅行者によく聞かれるトピックの最新資料などの内容を送付。 

https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/foreign_tourist_info.html
https://tic.jnto.go.jp/eng/index.php
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html
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(c) 外国語日本地図など日本紹介パンフレットの提供（オンラインにて検索可能） 

・JNTOでは、グローバルサイトにおいて、各自治体等から収集した日本各地の電子パンフレ

ットをデータベース化しており、近隣観光地の案内などに活用が可能。 

  https://www.japan.travel/brochures/eng/index.php 

(d) 外国語災害情報 

・JNTO Japan Safe Travel Information 

気象警報等の災害情報や交通機関の最新の運行（航）情報に関する SNS での提供、外国

人旅行者向けの 24時間 365日多言語対応のコールセンターや新型コロナウイルスへの対応

など、安全・安心な訪日旅行に役に立つ情報を JNTOグローバルサイトで発信。 

  https://www.japan.travel/en/japan-safe-travel-information/ 

・災害時に有用なツールの案内用リーフレット 

外国人旅行者の方々に、災害発生時を含め、安全・安心に日本に滞在できるよう、有用

と思われるウェブサイト・アプリ等の情報をまとめたリーフレット 

   https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html 

    上記 Webサイト内の[7] 外国人旅行者用災害時に役立つツール 

  ・外国人旅行者向け「伝わる表現」用語集 

「災害時に取るべき行動」が具体的かつ簡潔に伝わるよう表現を見直し、新型コロナウイ

ルス対応のための用例などを新たに追加するなど在日外国人対応でも活用可能な「伝わる

表現」での用語集（日・英・中（簡体字/繁体字）、韓） 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html 

    上記 Webサイト内の[9] 外国人旅行者向け「伝わる表現」用語集 

(e) 外国語医療関連情報 

・外国人受入医療機関、旅行保険、緊急連絡先を掲載 

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 

(f) 外国語その他関連情報 

   ・JNTOホームページに掲載されている情報例 

(ア) 日本国内の公共交通について 

https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/ 

(イ) レストラン情報 

https://dining.japan.travel/en/restaurant 

(ウ) 宿泊情報 

https://www.japan.travel/en/plan/online-reservation-sites/ 

(エ) 日本の両替と ATM情報 

https://www.japan.travel/en/plan/currency/ 

(オ) フォトライブラリー（ビデオ情報を含む） 

https://business.jnto.go.jp/photo_and_video_library_jomc 

(カ) 高付加価値（富裕層）旅行者向け情報 

https://www.japan.travel/en/guide/luxury-travel-in-japan/ 

https://www.japan.travel/brochures/eng/index.php
https://www.japan.travel/en/japan-safe-travel-information/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
https://www.japan.travel/en/plan/getting-around/
https://dining.japan.travel/en/restaurant
https://www.japan.travel/en/plan/online-reservation-sites/
https://www.japan.travel/en/plan/currency/
https://business.jnto.go.jp/photo_and_video_library_jomc
https://www.japan.travel/en/guide/luxury-travel-in-japan/
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(キ) ムスリム旅行者向け情報 

https://muslimguide.jnto.go.jp/eng/ 

(ク) アドベンチャー向けコンテンツ 

 https://www.japan.travel/en/sports/adventure/ 

・公益社団法人日本観光振興協会ホームページ「JAPAN 47 GO」 

https://www.japan47go.travel/ja 

 

 ③ 外国人観光案内所の機能向上のための支援 

(a) 外国人観光案内所職員の人材育成 

外国人観光案内所職員の研修 

・JNTOにおいては、認定外国人観光案内所の質の向上のため、全国研修会、地域別研修会等

を実施している。また、E-learningも合わせて実施し、研修会への参加が難しい外国人観

光案内所スタッフに向けた人材育成も実施している。実施予定等については、随時②（b）

の V通信等で案内している。 

(b) 他外国人観光案内所との情報交換支援 

・認定外国人観光案内所向け専用 BtoB サイト（https://tic.jnto.go.jp/apply/tic/）のほ

か、新たな試みとして Facebook（JNTO認定外国人観光案内所グループ）を開始。 

(c) 訪日外国人旅行者に係るデータ類 

・訪日外国人旅行者数（国・地域別） 

国別の訪日外客数や海外市場の基礎情報などの他、データのダウンロードが可能。 

https://statistics.jnto.go.jp/ 

・訪日外国人消費動向調査 

訪日外国人旅行者の訪問地毎の客層、旅行内容や消費実態等の消費動向を四半期毎に調査。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html 

・宿泊旅行統計調査 

地域別外国人延べ・実宿泊者数、外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳等を毎月調査。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html 

・訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する調査 

訪日外国人旅行者の実態・ニーズや日本の受入環境に関する満足度を毎年調査。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000322.html 

・国別マーケティングデータ 

一般消費者の嗜好、評価の高い日本の観光地、日本食への評価など、訪日旅行に係る旅行

者の関心・動向をまとめたマーケティングデータ 

https://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html 

(d) 外国人観光案内所に関連する観光庁の補助制度 

・インバウンド受入環境整備高度化事業 

訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、観光庁が指定する市区町村にお

ける認定外国人観光案内所の以下の整備・改良を支援。 

https://muslimguide.jnto.go.jp/eng/
https://www.japan.travel/en/sports/adventure/
https://www.japan47go.travel/ja
https://statistics.jnto.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000322.html
https://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html
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○ ＶＲ機器、デジタルサイネージ、多言語案内・翻訳システム機器多言語、AI チャッ

ト Bot等先進機能 

○ 無料公衆無線 LAN 環境 

○ 案内標識、ホームページ、オンラインコンテンツ（電子パンフレット）、案内放送等

多言語での情報発信 

○ 外国人観光案内所の開設を含む整備・改良に係る工事及び設計 

○ 免税手続きカウンターの購入、免税対応端末の設置等免税対応環境 

○ チケット予約・販売にかかる機器、システム、プリンタ等、地域における消費促進の

ための環境 

○ その他、ビデオ通話のような案内機能向上を目的とした設備 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html 

・災害・急病等危機管理対応事業 

災害等の非常時における訪日外国人旅行者の安全・安心対策の推進を図るため、認定外国

人観光案内所の以下の整備を支援。 

○ 衛生環境強化（トイレの洋式化、非接触式キャッシュレス決済環境、混雑状況の把握、

旅行者に示すためのシステム開発等） 

○ 避難所機能の強化（非常用電源装置、スマホ等の充電機器、災害用トイレ、避難スペ

ースの改良等） 

○ 災害時の多言語対応強化（災害時の情報提供を目的としたデジタルサイネージ、多言

語案内・翻訳用タブレット端末、案内標識、掲示物、配布物、ホームページ、案内放

送、無料公衆無線ＬＡＮ環境、スタッフ研修等） 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html 

・省エネ設備等導入支援事業 

宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の推進を図るため、認定外国人観光

案内所の以下の整備を支援。 

○ 省エネ型空調 

○ 省エネ型ボイラー・配管等 

○ 二重サッシ等 

○ 太陽光発電、蓄電設備 

○ 節水トイレ等 

○ 照明機器 

○ その他感染対策・省エネ対策に必要な設備・備品 

https://shuyukanko.com/ 

・持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業 

持続可能な観光の推進を図るため、認定外国人観光案内所の以下の整備を支援。 

○ ペットボトル削減のための給水機の整備 

○ マナー啓発のための看板等の整備 

○ マナー啓発のための説明動画の作成、放映設備の整備 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html
https://shuyukanko.com/
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○ 混雑平準化・解消のための事前予約システムの整備 

○ 混雑平準化・解消のための混雑状況の可視化に資するシステムの整備 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/jizokukanou.html  

 (e) 外国人の視点の提供 

・JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業） 

外国青年を日本に招致し、地方公共団体において観光振興等に活用 

   https://jetprogramme.org/ja/ 

(f) 外国人観光案内所の強化方策事例の提供 

・各地の外国人観光案内所では、創意工夫により、課題を解決しつつ、案内機能の強化に向

けた様々な取組を実施している。他の外国人観光案内所が抱える課題解決につながるきっ

かけになりえるものもある。現時点で整理した事例は「３．外国人観光案内所の強化方策

事例」に掲載。 

・各外国人観光案内所から提供された事例は②（b）の「V通信」等でも、随時情報提供を実

施。 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/jizokukanou.html
https://jetprogramme.org/ja/
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３）JNTO による全国的な情報収集・提供体制 

 

JNTO が認定する外国人観光案内所には、JNTO によるこれら全国的な情報収集・発信体制への

協力として、業務実績レポート（月次・年次）を提出することを求める。 

 

 

業務実績レポートを定期的に提出 
（エクセルなどを活用した簡易な方式とする） 

利用者数や設備・サービスの提供状

況等を取りまとめ、観光庁へ報告 

日本政府観光局（JNTO）による全国的な情報収集・提供体制 

・利用者数（国籍別） 

・観光案内所の業務上で困っ

た点、外国人旅行者から寄

せられる主な要望、課題等 

・設置設備、サービスの提供

状況（チェック式） 

・観光案内所の業務上で工夫

した点や、共有できるノウハ

ウ、ツールなど（3事例程度） 

月次レポート 年次レポート 
• 観光案内所利用者数の統計資料（時期別、

地域別、カテゴリー別等で整理） 

• 外国人観光案内における課題等を整理した

報告書 

政策の企画・立案に必要なデータ等の

提供 

・多言語の翻訳サービス（電話）等の提供 

・各案内所から集められたノウハウ、ツール等

を整理し、扱いやすいデータ形式で配布 

観光案内所

Tourist Information
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 ■行政区域を越えた広域的な情報提供支援 

一般的に、地方自治体が関与する外国人観光案内所では、その行政区域を超えたサービス提供

に積極的に取り組むことは難しい。一方で、外国人旅行者の目的地は全国いたるところにあり、

移動先の情報など広域的な情報に対するニーズも高いのが実情である。中には、外国人旅行者の

主な観光ルート間にある外国人観光案内所同士がお互いの情報を持ち合い、積極的に案内するこ

とで、Win-Winの関係を構築している例も見られる。こうした、外国人観光案内所間の情報共有

が進むことにより、外国人旅行者の「次の目的地」までの橋渡しを担い、また、目的地のプラス

ワンにつながることも期待される。 

互いに案内する関係を全国的に構築していくためには、外国人観光案内所双方が情報を共有し

ておくことが必要となるが、多くの目的地がある中、全ての観光ルートを網羅することは個別の

外国人観光案内所では難しい。 

こうした実情を踏まえ、広域的な情報の提供が求められる拠点的な役割を担うカテゴリーⅡ、

カテゴリーⅢの外国人観光案内所では、それぞれ広域、全国の観光情報の提供を基準として定め、

また、カテゴリーⅠの外国人観光案内所も含め、外国人観光案内所同士がより積極的に情報交換

ができるよう、ニュースレターの発行や研修会なども活用し、JNTO がハブとなり必要な情報を

集約・管理する体制を構築する。JNTO は各外国人観光案内所の要望に応じ、必要な情報を提供

する役割を担うことにより、行政区域を越えた情報提供が可能となる。 

 

広域的な情報提供の支援 

地図

観光情報
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

等

情報の提供

MAP

都道府県・地方圏レベル

MAP

全国レベル

市町村内のローカルな観光情報
近隣の地域の観光情報
カテゴリーⅡ、Ⅲの観光案内所の案内

全国の観光情報
カテゴリーⅡ、Ⅲの観光案内所の案内

資
料
提
供

情報交流拠点のハブとなり
●情報の集約・管理
●各案内所の要望に応じて情報提供

観光案内所と
日本政府観光
局（JNTO）の
連携による情
報共有体制

情報の提供

情報の提供

カテゴリーⅠ カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

市町村

MAP

観光案内所

Tourist Information

観光案内所

Tourist Information

観光案内所

Tourist Information

 

 

また、JNTO が主体となる上記のような情報の集約・管理に加え、各外国人観光案内所も、自

ら主体的に情報を発信することに努め、情報共有を迅速に行うことが期待される。特に近年はソ

ーシャルメディア（誰もが参加できる情報発信技術を用いた媒体）も普及しており、災害時等に

おいて迅速に情報共有を図るため、こうしたツールを用いてリアルタイムに情報提供できる仕組

みも有効と考えられる。 
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２．外国人観光案内所の設置・運営指針 

 以下にカテゴリー毎に求められる外国人観光案内所の設置・運営指針を示す。指針の構成とし

ては、「運営主体」、「立地」、「サイン環境」、「施設・設備」、「多言語対応（スタッフ）」、「開所日

数」、「提供する資料」、「提供するサービス」を大項目として整理している。外国人観光案内所の

各カテゴリーで満たすべき水準については、表中に「●」を記載している。各カテゴリーの認定

にあたっては、設置・運営指針に示されている全ての項目に関する基準を満たしていることを必

須とする。ただし、申請時に満たしていない基準がある場合にも、設置等の計画の目処が立って

おり、かつ所定の期日内に基準を満たすことができる場合については、その限りではない。 

 

（１）運営主体 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①公平・中立な観光案内を行うこと。 ● ● ● ● 

• 外国人観光案内所において、運営主体は、公平・中立な立場で観光案内等のサービスを提

供する必要がある。 

• 外国人旅行者によっては、外国人観光案内所で割高なサービスを案内されることを懸念し

ている場合もあり、公平・中立的であることが安心感を与える条件である。 

• 運営主体は、公平・中立な観光案内を徹底すべく、必要に応じてスタッフに対する教育を

行う必要がある。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

②法人、あるいは地方公共団体が運営していること。 ● ● ●  

• 外国人観光案内所は、継続的な運営かつ質の高いサービスを提供すべく、法人あるいは地

方公共団体が運営する必要がある。 

• パートナー施設の運営主体は法人に限定せず、暫定的な案内スペースなどを含め幅広く外

国人旅行者をサポートする体制が広がることが期待される。 

 

（２）立地 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①常設の施設であり、鉄道駅などの公共交通の交通結節点、著名な観光

地の中心部など、外国人旅行者の来訪の多い場所にあること。 
● ● ●  
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• 全ての外国人旅行者が利用でき、サービスの提供が受けられる場所に常設の施設として設

置する必要がある。 

• 具体的には、鉄道駅などの公共交通の交通結節点、著名な観光地の中心部など、外国人旅

行者の来訪の多い、もしくは外国人旅行者のニーズが高いとされるエリアに立地する必要

がある。 

• パートナー施設の立地は交通結節点や著名な観光地の中心部などに限定せず、むしろ立地

については裾野の広がりが期待される。 

 

（３）サイン環境 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①鉄道駅等に設置してある案内板等に外国人観光案内所の所在箇所が

分かりやすく表示されていること。 
● ● ●  

• 当該外国人観光案内所の周辺の外国人旅行者の来訪が多いエリアの案内板（鉄道駅等）に

は、外国人旅行者に分かりやすいように当該外国人観光案内所の所在箇所を表示すること

が望ましい。外国人観光案内所開設時に、すでに案内板が設置されている場合など案内板

に新たに記載することが難しい場合は、ポスターの掲出等の代替手段を確保すること。 

• 外国人観光案内所を必要とする外国人旅行者の多くは、初めて訪問する駅であることが多

く、目立つところにわかりやすい案内がなければ外国人観光案内所まで到達できない可能

性が高い。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

②合理的なルートから訪れる外国人旅行者に対して、外国人観光案内

所の場所を案内する表示（地図、看板）が設置されていること。 
 ● ●  

• 合理的なルートから訪れる外国人旅行者に対して、外国人観光案内所の場所を案内する表

示（地図、看板）を設置する必要がある。 

• 鉄道駅などから離れて立地する外国人観光案内所は、看板があってもルートとして設置さ

れていないと見つけることが難しい。特にカテゴリーⅡ、Ⅲの外国人観光案内所では、大

都市部に設置されることも多く、ルートに配慮して案内表示を設置することが望ましい。 
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サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

③JNTO が認定する外国人観光案内所のシンボルマークを外国人旅

行者の目に付きやすい場所に掲出しておくこと。 
● ● ●  

• 外国人旅行者が当該外国人観光案内所を JNTO が認定する外国人観光案内所として見分け

られるように、公式のシンボルマークを入り口付近の外国人旅行者の目に付きやすい場所

に掲出する必要がある。 

• JNTO が認定する外国人観光案内所であることを外国人旅行者に示すことで安心感を高め、

利用が促進されることが期待される。なお、シンボルマークは別途定めるとおりである。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

④外国人観光案内所が提供する情報やサービスの内容を外国人観光

案内所外部に掲出すること。 
 ● ●  

• 当該外国人観光案内所が提供する情報やサービスの内容（対応可能な言語を含む）につい

て、外国人旅行者に分かりやすいように当該外国人観光案内所の外部に、明確に掲出する

必要がある。 

• フランスの観光案内所では、提供サービスの内容を観光案内所の外部に掲出し、外国人旅

行者にもわかりやすいと好評を得ている。 

 

（４）施設・設備 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①観光案内専用の対面式のカウンター又は案内を行うための場所が

あること。 
● ● ●  

• 対面での案内においては、観光案内専用の対面式のカウンターを設置する必要がある。対

面式カウンターを設けて外国人旅行者が気軽に相談できる雰囲気を整えることが重要であ

り、それにより相談利用が促進されることが期待される。 

• ビデオ通話等の非対面での案内においては、案内を行うための場所を確保する必要がある。 

 

 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

②客溜まりのスペースがあること。  ● ●  
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• 客溜まりのスペースを設置する必要がある。 

• 多数の外国人旅行者が利用する外国人観光案内所では、十分な客溜まりがないと並ぶこと

ができず、相談を諦めることになりかねないため、客溜まりのスペースについても留意す

る必要がある。 

• カテゴリーⅠの外国人観光案内所は裾野の広がりが期待されるため、客溜まりは必須では

ないが、できるだけ来訪した外国人旅行者が心地よく相談できる環境を整備することが望

まれる。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

③パンフレット等を提供する環境が確保されていること。 ● ● ● ● 

• 紙のパンフレット等を提供する場合は、外国人旅行者が利用しやすい位置にパンフレット

等を配布する場所を確保する必要がある。 

• パンフレット等を電子データのみで提供する場合は、二次元バーコードの掲示や公衆無線

LAN の設置等、閲覧できる環境を確保する必要がある。また、紙のパンフレットを提供し

ない場合は、外国人旅行者の求めに応じ、パンフレット等の印刷にも対応することが望ま

しい。また、よく使う地図は紙で提供するなど電子データと紙を臨機応変に使い分けるこ

とが望ましい。 

※電子パンフレットの提供に関連して、３章「１ DX の活用等による業務の効率化と、サー

ビスの進化」（P35～36）を参照。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

④職員がインターネットで検索できる環境にあること。 ● ● ●  

• 外国人旅行者は SNS を見てきたという者も多いことから、外国人観光案内所においては情

報の検索を行うため、PCやスマートフォン等によりインターネットを活用できる環境を確

保する必要がある。 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

⑤公衆無線 LAN が外国人観光案内所内で利用できること。   ●  

⑥パンフレット等を電子データのみで提供する場合は、公衆無線 LAN 

が外国人観光案内所内で利用できること。 
● ●   

＜共通＞ 
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• 周辺観光地の公衆無線 LANの整備状況について案内を行うことができることが望ましい。 

＜カテゴリーⅢ＞ 

• 自分のノートパソコンやタブレットを持参している外国人旅行者も増えており、公衆無線 

LAN があれば多人数でも同時に利用することができるため、特に全国的な観光情報を扱う

カテゴリーⅢの外国人観光案内所では、外国人観光案内所内で利用できる必要がある。 

 ＜カテゴリーⅠ・Ⅱ＞ 

• パンフレット等を電子データのみで提供する場合は、外国人旅行者の端末においてもパン

フレット等をダウンロードできるよう、カテゴリーⅠ、Ⅱの外国人観光案内所でも公衆無

線 LANが外国人観光案内所内で利用できる必要がある。 

• また、紙のパンフレット等を提供する場合でも、公衆無線 LAN が外国人観光案内所内で利

用できること又は近隣の公衆無線 LANの案内を行うことができることが望ましい。 

※電子パンフレットの提供に関連して、３章「１ DX の活用等による業務の効率化と、サー

ビスの進化」（P35～36）を参照。 

 

（５）多言語対応（スタッフ） 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①フルタイムで英語による観光案内が可能なスタッフが常駐している

こと。その上で、英語を除く２以上の言語での案内が常時可能な体

制を構築していること。 

  ●  

②フルタイムで英語による観光案内が可能なスタッフによる対面又は

ビデオ通話による案内が常時可能な体制を構築していること。 
 ●   

③フルタイムで英語による観光案内が常時可能な体制を構築している

こと。 
●    

④英語による観光案内が可能な体制を構築していること。    ● 

 

＜共通＞ 

• 当該外国人観光案内所においては、当該地域の観光情報に関する適切な知識を持ち、観光

案内等のサービスを適切に提供できる能力を有するスタッフが案内可能な体制を構築する

必要がある（ビデオ通話や多言語翻訳システム、電話通訳サービスによる案内を行う場合

も、同様）。 
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• ビデオ通話のみで観光案内を行う場合は、管理スタッフを外国人観光案内所に配置し、外

国人観光案内所を訪れた外国人旅行者にビデオ通話の利用方法等を案内するとともに、不

具合発生時の対応を行う。また、ビデオ通話を活用する場合であっても、外国人旅行者の

利用が多い時期や時間帯は、英語による観光案内が可能なスタッフによる対面による案内

が可能な体制を構築することが望ましい。 

• ビデオ通話による案内には、例えば地方の詳細な観光案内を都市部の外国人観光案内所に

おいて受けられるなどの事例も想定され、このような地方誘客に効果的なビデオ通話につ

いては積極的に活用することが望ましい。 

 

＜カテゴリーⅢ＞ 

• カテゴリーⅢの外国人観光案内所においては、全国送客拠点としての役割があるため、常

時多言語（英語を含めた３以上の言語）による対応が可能である必要がある。 

• 英語については、フルタイムで観光案内が可能なスタッフが外国人観光案内所に常駐して

いる必要がある。 

• その上で、英語に加えて、来訪者数や地域特性を鑑み、英語以外の２以上の言語での案内

が可能な体制を構築し、多言語による案内ができる環境（対面による案内、ビデオ通話、

多言語翻訳システム、電話通訳サービスの利用のいずれか）を整備しておく必要がある。 

 

＜カテゴリーⅡ＞ 

• カテゴリーⅡの外国人観光案内所においては、英語については、フルタイムで観光案内が

可能なスタッフによる対面又はビデオ通話による案内が常時可能な体制を構築する必要が

ある。 

• さらには、来訪者数や地域特性に鑑み、英語以外の言語での案内が可能な体制を構築し、

多言語による案内ができる環境（対面による案内、ビデオ通話、多言語翻訳システム、電

話通訳サービスの利用のいずれか）を整備しておくことが望ましい。 

 

＜カテゴリーⅠ＞ 

• カテゴリーⅠの外国人観光案内所においては、フルタイムで英語による観光案内が常時可

能な体制を確保する必要がある。この体制は、対面による案内、ビデオ通話、多言語翻訳

システム、電話通訳サービスの利用のいずれかにより確保するものとする。 

• さらには、来訪者数や地域特性に鑑み、英語以外の言語での案内が可能な体制を構築し、
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多言語による案内ができる環境（対面による案内、ビデオ通話、多言語翻訳システム、電

話通訳サービスの利用のいずれか）を整備しておくことが望ましい。 

• 語学力が不十分であっても、ホスピタリティを高めたコミュニケーションにより問題なく

対応できるため、積極的に外国人旅行者を受け入れることが望ましい。 

 

＜パートナー＞ 

• パートナーの外国人観光案内所においては、英語による観光案内が常時可能な体制を求め

るものではないが、パートタイムのスタッフによる対面での案内、ビデオ通話、多言語翻

訳システム、電話通訳サービスの利用のいずれかにより、英語による案内ができる環境を

整備する必要がある。 

• 語学力が不十分であっても、ホスピタリティを高めたコミュニケーションにより問題なく

対応できるため、積極的に外国人旅行者を受け入れることが望ましい。 

※ビデオ通話に関連して、３章「１ DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化」（P38）

を参照。 

 

（６）開所日数 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①元旦など特別な日を除き、原則毎日開所すること。   ●  

②特定の観光シーズンに限ることなく開所すること。加えて、当該地

域でイベント・行事がある際も原則開所すること。また、土日は原

則開所すること。 

 ●   

③少なくとも当該地域の観光シーズンには開所すること。 ●    

＜カテゴリーⅢ＞ 

• カテゴリーⅢの外国人観光案内所は、全国送客拠点としての役割があるため、元旦など特

別な閉所日を除き、原則毎日開所する必要がある。 

• さらに、閉所日や閉所時間については、外国人旅行者が何時に来れば相談できるかがわか

るようにしておくことが重要であり、利用者が分かりやすいように表示する必要がある。 

 

＜カテゴリーⅡ＞ 
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• カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、他の観光地域への橋渡しの役割があるため、特定の

観光シーズンに限ることなく開所する必要がある。また、土日は原則開所する必要がある。 

• それに加えて、カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、当該地域においてイベント・行事が

ある際も原則開所する必要がある。 

• さらに、閉所日や閉所時間については、外国人旅行者が何時に来れば相談できるかがわか

るようにしておくことが重要であり、利用者が分かりやすいように表示する必要がある。 

 

＜カテゴリーⅠ＞ 

• カテゴリーⅠの外国人観光案内所は、少なくとも当該地域の観光シーズンには開所する必

要がある。また、土日は開所することが望ましい。 

• それに加えて、カテゴリーⅠの外国人観光案内所は、当該地域においてイベント・行事が

ある際も開所することが望ましい。 

• さらに、閉所日や閉所時間については、外国人旅行者が何時に来れば相談できるかがわか

るようにしておくことが重要であり、利用者が分かりやすいように表示する必要がある。 

 

（７）提供する資料 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①次の資料を提供すること。 

－多言語パンフレット（原則、英語を含む 1 以上の言語） 

－多言語地図（原則、英語を含む 1 以上の言語） 

● ● ● ● 

 
主として立地する地域および近隣の地域を含めて上記に

示す資料を提供すること。 
●   ● 

 
地域において必要とされる、より広域の範囲の上記に示

す資料を提供すること。 
 ●   

 全国の情報が掲載されている資料を提供すること。   ●  

• 全ての外国人観光案内所は、その立地条件に合わせて、観光施設、宿泊施設、飲食店等の

情報を紹介する多言語パンフレットを、外国人旅行者のニーズに合わせて提供する必要が

ある。 

• 全ての外国人観光案内所は、その立地条件に合わせて、観光施設、宿泊施設等の情報が掲

載された多言語地図を、外国人旅行者のニーズに合わせて提供する必要がある。 

• （４）③のとおり、紙ではなく、パンフレットや地図の電子データによる提供も可能とす
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る。紙のパンフレットを提供しない場合は、外国人旅行者の求めに応じたパンフレット等

の印刷にも対応することが望ましい。 

 

＜カテゴリーⅢ＞ 

• カテゴリーⅢの外国人観光案内所は、全国の観光情報等を紹介するパンフレット及び、地

図を提供する必要がある。全国送客拠点として、英語を含めた３以上の言語のパンフレッ

ト、及び地図を提供する。 

 

＜カテゴリーⅡ＞ 

• カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、地域において必要とされる広域の範囲を紹介するパ

ンフレット及び地図を提供する必要がある。原則、英語を含む２以上の言語で提供する。 

• なお、カテゴリーⅡの外国人観光案内所では、立地する行政区域を越えた広域の観光情報

を紹介する多言語パンフレット・多言語地図を提供することが望ましい。 

 

＜カテゴリーⅠ＞ 

• カテゴリーⅠの外国人観光案内所は、主として立地する地域の観光情報等を紹介するパン

フレット及び地図を提供する必要がある。原則、英語を含む１以上の言語で提供すること

が望まれる。 

• 手書きの資料であっても、その情報とホスピタリティが喜ばれるため、体裁を気にするこ

となく、積極的に資料を準備することが望まれる。 

 

＜パートナー施設＞ 

• パートナー施設については、原則、カテゴリーⅠと同様の水準のサービスを提供する必要

がある。 

※電子パンフレットの提供に関連して、３章「１ DX の活用等による業務の効率化と、サー

ビスの進化」（P35～36）を参照。 
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（８）提供サービス 

 

サービス・設備水準等 
カテゴリー 

Ｐ 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

①次のようなサービスを提供すること。 

－公共交通利用に関する情報提供 

－公共交通の割引切符、フリー切符の情報提供 

－観光情報の提供 

－宿泊施設情報の提供・予約サポート 

－ツアー・旅行商品情報提供 

－公衆無線 LAN 環境や SIMカード等の情報提供 

－両替・海外発行のクレジットカード利用可能な ATM 情報提  

供 

－外国人旅行者を受け入れる病院の情報提供 

－災害・交通障害等に関する情報提供 

● ● ● ● 

 主として立地する地域の上記に示す情報を提供すること。 ●   ● 

 
立地する地域において必要とされる、より広域の範囲の上記に

示す情報を提供すること。 
 ●   

 全国の上記に示す情報を提供すること。   ●  

• 全ての外国人観光案内所は、外国人旅行者のニーズに合わせて、次のような各種情報を収

集し、提供する必要がある。 

－公共交通利用に関する情報提供 

－公共交通の割引切符、フリー切符の情報提供 

－観光情報の提供 

－宿泊施設情報の提供・予約サポート 

－ツアー・旅行商品情報提供 

－公衆無線 LAN環境等の情報提供 

－両替・海外発行のクレジットカード利用可能な ATM情報提供 

－外国人旅行者を受け入れる病院の情報提供 

－災害・交通障害等に関する情報提供 

• 災害・交通障害等に関する情報提供については、災害時の案内所の体制の確保や施設の制

約から案内所の活動自体が困難なケースも想定されるが、その場合は施設の入口等に災害

時情報の提供ツールの案内を掲示する等の対応を行う。 
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※掲示用のツールについては３章「３ 自然災害・交通障害等の緊急時の対応」（P56）を参

照。 

• 外国人旅行者の観光案内所に対するニーズを踏まえ、外国人旅行者の満足度や利便性を高

める高付加価値な有料サービスを提供することも考えられる。具体的な有料サービスの導

入のポイント・事例については３章「２「有料サービス」の導入による、サービスの高付

加価値化と収益力の強化」（P42～51）を参照。 

• 将来にわたって選ばれる観光地であるためにも重要な要素である持続可能な観光に資する

取組を行うことも考えられる。外国人観光案内所において取組むべき持続可能な観光に資

する取組の内容については、３章「５ 持続可能な観光に寄与する案内所」（P64～68）を参

照。 

 

＜カテゴリーⅢ＞ 

• カテゴリーⅢの外国人観光案内所は、全国送客拠点として全国の各種情報を提供する必要

がある。 

• なお、自然災害等が発生した場合、外国人旅行者は災害関係情報や交通情報等をすぐに取

得できない可能性が高い。災害・交通障害等の緊急時には、カテゴリーⅢの外国人観光案

内所は、観光庁・JNTOと協力して、スタッフの安全確保に十分配慮しつつ、可能な限り外

国人旅行者からの問い合わせに対応するとともに情報を提供することが望まれる。 

 

＜カテゴリーⅡ＞ 

• カテゴリーⅡの外国人観光案内所は、立地する地域において必要とされる、より広域の範

囲の各種情報を提供する必要がある。 

• なお、カテゴリーⅡの外国人観光案内所では、立地する行政区域を越えたブロックレベル

の各種情報を提供することが望ましい。 

 

＜カテゴリーⅠ＞ 

• カテゴリーⅠの外国人観光案内所は、主として立地する地域の各種情報を提供する必要が

ある。 

• 地域の情報交流拠点としての機能が期待されるため、できるだけ地域に密着した情報を提

供することが望ましい。 
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＜パートナー施設＞ 

• パートナー施設については、原則、カテゴリーⅠと同様の水準のサービスを提供する必要

がある。 

 

※災害情報の提供に関連して、３章「３ 自然災害・交通障害等の緊急時の対応」（P53～55）

を参照。 



３.  外国人観光案内所の機能強化方策事例集



（１）DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化

34

アンケートによると、運営スタッフ人数は、コロナ前と現在の平均人数を比較すると、

全体平均で0.66人減少。特に、民間企業が設置・運営している案内所での減

少率が最も大きく、平均2～3名が減少している。

Q コロナ前と現在のスタッフの人数について教えてください。（FA）

⚫ 運営スタッフが減少する中で、旅行者へのサービスレベルを維持しつつ、効率的に

スタッフを配置してサービスを提供することが急務となっている。

案内所業務の約8割が「道案内」であることをふまえると、これらの業務をデジタル

などを活用して効率化・省力化していくことも重要である。

n=737
単位：％

※追加アンケート調査（JNTO） 2022.12実施

平均人数（人） コロナ前（2019年末頃） コロナ後（2022年12月）

全体 12.05 11.39

カ
テ
ゴ
リ―

カテゴリ―Ⅲ 12.52 10.80

カテゴリ―Ⅱ 7.49 6.55 

カテゴリ―Ⅰ 7.68 7.70 

パートナー施設 31.48 29.92 

事
業
主
体
者

自治体・公益法人等 11.01 11.21

民間企業 16.28 13.16

その他 8.05 7.36

案
内
業
務

担
当
組
織

自治体・公益法人等 6.22 6.32 

民間企業 24.46 22.15 

その他 7.36 7.38

⚫ 外国人旅行者は、地域ならではのサプライズを求めて訪れる。案内所は、そのニーズ

に応えられるような情報を提供することが求められる。

加えて、外国人旅行者にはSDGsに対する意識が高い人が多く、観光においても環

境保全などの行動を実践することから、案内所が提供するサービスにも配慮が必要

である。



（1）DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化 35

[1] 業務の効率化や、外国人旅行者の満足度向上という課題を
DX化によって解決するためのポイントとツール紹介

⚫観光案内業務は多岐に渡り、業務量も多い。それにもかかわらず、少ないスタッフで運用しているのが

実態である。この課題を解決する方法の一つとして、これまで人的に対応していた単純な案内業務等

をDXツール・機器などで代替し、スタッフの業務負荷を低減することが考えられる。

⚫また、外国人旅行者が求める地域情報の提供やSDGsへの意識に応えていくために、DXを活用する。

課題 DX化による課題解決のポイント 解決できるDXツール（例）

多様な言語に
対応できていない

・
言語の問題で、
旅行者と円滑な
コミュニケーション
が取れない

• 技術的にも進化している多言語
通訳・翻訳アプリや機器を活用。

• 無料で簡易に導入でき、精度の
高いツールもあるので、手軽に試し
てみることもできる。

Google翻訳 無料版あり。108言語に対応

VoiceTra NICT等が開発。無料の音声翻訳アプリ

DeepL翻訳 無料版あり。翻訳精度が高い

POCKETALK
有料(購入またはレンタル)。74か国語に
対応

• より高度な技術を活用し、言語の
壁を克服した円滑なコミュニケー
ションを実現する。

Kotozna In-
room

管理者は日本語で情報を入力するだけ
で、109言語双方向チャットに対応するコ
ミュニケーションが可能。
※実証事業にて事例あり（大阪観光局）

リモート＆AI
コンシェルジュ

旅行者が直接端末に知りたい情報を入
力することで、自動接客が可能。
※東急が提供するサービス（実証事業にて事例あり）

SDGsに
対応できていない
(紙による案内しかで
きていない）

・電子パンフレットを活用することで、
紙の使用を削減する。

電子パンフレット

現行の紙パンフをPDF化して利用

デジタル化したオリジナルパンフを制作
(観光施設のHP等とのリンクも可能)

・動画やVRなどの既存コンテンツを
使って、観光案内を実施する。

VRによる
観光案内

ヘッドマウントディスプレイによるVRで観光
地を紹介し送客につなげる。
※実証事業にて域外の観光案内の事例あり（HIS）

道案内に忙殺され、
一人ひとりに十分
な道案内ができな
い

・既存の電子マップサービスを活用し
て道案内を行う。

Googleマップ
経路検索やナビ、マイマップによるルート生
成なども活用できる。

・より高度にマップサービスを活用し
て、旅行者のニーズに応じた道案
内・ルート提案を行う。

Googleマイマッ
プを活用した
ルート提案

観光客の好みに応じたルート生成を行い、
QRコードで提供。
※実証事業にて事例あり（JKL331）

・よくある質問等には自動で対応で
きるシステムを活用し、省力化を
図る。

AIチャットボット

AIを使った応答システムで、問い合わせ
対応や案内等を自動化できる。多言語
対応や365日24時間対応も可能。
様々なサービスがリリースされている。

担当地域外の
情報提供が難しい

・ビデオ通話など無料でも使える会
議システムを利用し、案内所同士
が連携しあうことで解決する。

Zoom、Skype、
FaceTime、
Facebookメッ
センジャー 等

無料/有料サービスあり。

観光スポットの

混雑状況を把握し

て旅行者をうまく誘

導できていない
(混雑緩和によるオー

バーツーリズム対策が

講じられない）

・人気スポットの混雑情報を、既存
のアプリ等を活用して見える化し、
混雑緩和に資するように旅行者を
誘導する。

Googleマップで
の混雑状況

道路の渋滞状況から施設やお店などの
混雑状況（曜日・時間帯別）のリアルタ
イム情報がわかるサービスを活用。ユー
ザーデータをもとにしているためデータが少
ない施設等では表示されないというデメ
リットもあり。

・より高度なシステムを活用して、人
流データを収集することで混雑を
見える化し、課題解決を図る。

旅行者のWiFi
のSSID情報の
活用

スポットに設置したセンサーにより取得した
混雑情報を、案内所でモニターしながら
混雑エリアを回避した案内を実施。
※実証事業にて事例あり（HIS）
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[2] DXツールの導入事例

■多様な言語に対応し、旅行者との円滑なコミュニケーションを実現

●多言語コンシェルジュサービス（チャット）を搭載した専用アプリで、コミュニケーション力を向上

▶大阪観光局による実証事業

・外国人旅行者は、観光案内所で「Kotozna In-room（※）」のアプリをダウンロードすることで、スマホに登録さ

れている自分の使用言語でスムーズに旅ナカ情報を収集できる。また、チャット機能を使えば、知りたいことを自分の

言語ですぐに聞くことができる。

・案内所側は、すべて日本語で対応できる。

※Kotozna In-room‥宿泊施設等で既に提供されている、109言語に対応するチャットによるコンシェルジュサービス。大阪観光

局による実証事業では、この機能を外国人旅行者向けの旅ナカ専用アプリとして機能拡張して効果検証を行った。

電子パンフはサステナブルな課題にも対応

世界的な趨勢としてサステナブルや環境への意識も高まっており、外国人旅行者の中には紙パンフに対する抵抗を示す

人も多い。電子パンフはサステナブルな課題を解決するものであり、コロナ後には一気に利用が高まっているなど、浸透も

進んでいる。どうしても紙パンフにメモを書かなければならない場合は仕方がないが、それ以外は電子パンフで十分。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 マージョリー・L・デューイ氏）

●観光周遊マップ（紙マップ）とQRコードの組み合わせで情報提供

▶WANDERCOMPASS BEPPU（大分県別府市）

・外国人旅行者から、「2時間あるけど、どこに行ったらいい？」という問い合わせも数多くあることから、スタッフが案内

所内掲示用のオリジナルの周遊マップ（多言語対応）を作成。

・地図上の各スポットの箇所にはQRコードを掲載し、案内所を離れても情報が追える仕組みになっている。

■SDGsに対応する

P.85～89参照
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●観光地情報をVRコンテンツで提供し、紙パンフレットの削減と案内業務の高度化を実現

▶HISによる実証事業

・外国人旅行者に案内したい観光地（実証事業では日光江戸村）のVRコンテンツを、観光案内所でヘッドマウン

トディスプレイを使って体験してもらう。

・紙パンフレットや拙い外国語による観光案内を代替するだけでなく、より質の高いVRコンテンツで情報提供すること

により訪問意欲を高め、送客につなげる。

■SDGsに対応する

●Googleマイマップ機能を活用した、観光客の好みに合わせた周遊ルート提案＆ナビゲーション

▶JKL331社による実証事業

・観光案内所にて、外国人旅行者に自分のスマホを使って、QRコードからWEBアプリを起動してもらう。旅行者は、

いくつかの質問に答えることで、好みに合わせた周遊ルートを取得できる。

・旅行者のスマホには、Googleナビゲーション上で提案した周遊ルートを表示し、そのままナビゲーションとして周遊が

可能。

■道案内を効率化する

●チャットボットを活用し、案内業務負荷を軽減するとともに観光客のニーズデータを収集・活用

▶観光案内所におけるサービス高度化の実証事業（沖縄県那覇市・北谷町）

・チャットボットを活用し、効率的、効果的な観光案内をしながら観光客のニーズを分析把握。結果を地域にも共有、

活用を推進し、観光地の活性化につなげる。

チャットボットシステム

観光客の
ニーズデータ

観光案内所

店舗・施設
観光団体 等

一般的な
質問

対面で話したい
質問・相談

観光客

観光地・地域

ニーズデータ
共有

地域情報
インプット

観光客のニーズを捉えた
より高付加価値なサービス提供

観光地・地域への
来訪・消費の増加

あなたの知りたいに答える!

jorge はあなたの

那覇・北谷観光案内チャットボット

Japan Omotenashi concierge

【お問合せ先】観光案内チャットボット「Jorge」運営事務局 email : support.omotenashi1@withjorge.jp

内閣府沖縄総合事務局

那覇市・北谷町の
観光をご案内

観光スポットやグルメなど

知りたいことを聞いてみよう

使い方は簡単！
2次元バーコードを読み取り、

Webサイトにアクセスして
質問するだけ！

アプリのダウンロード不要！

既読 どうやって始めるの？
09:46

09:46

Jorge

アクセスはこちらから

https://chat.withjorge.jp/jorge/002202

English / 簡体中文 / 繁體中文

Multiple languages

Check here to access
in your language観光コンシェルジュ

協力： 那覇市観光協会 ・ 北谷町観光協会 ・ 北谷町建設経済部観光課

ジョルジュ

知りたい項目のボタンを選択するか、質問を入力するだけ！表示された画面で選択
おすすめの観光スポット、お店、観光案内所の

場所等、便利な情報をお答えします

orge

Sample

P.75～84参照

P.90～95参照
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■担当地域外の情報を提供する

A：遠隔により観光案内体制を確保

・コア時間帯以外の時間帯で、案内所に

職員を配置することが困難な場合も、遠

隔による観光案内が可能な体制を確保。

C：案内所間の情報交換

・案内所間でスタッフが情報交換を行う。
(例) ・旅行者の前後の行程をスムーズにするためにフォローする

（交通情報や天候、施設開館情報など）

・同一県内、同一ブロック内、同一カテゴリー内での旅行者

ニーズや課題の共有、観光情報の共有、など

案内所

自宅など
案内所外にいる

スタッフ

観光施設等の
従業員や観光
ボランティアなど

B：旅行者への他地域の情報提供

・旅行者ニーズに応じて、別の案内所につ

ないで他地域の詳細な情報を提供する。

・混雑が集中する地域から他の地域へ送

客したり、旅行者のニーズに合った地方に

誘客したりなどが可能。

案内所案内所

案内所

案内所

案内所

案内所
地方など

他の案内所
観光
案内

送客

※ビデオ通話等を活用した、遠隔接客や案内所間の連携のパターン例

●旅行者の嗜好性に合わせて特定エリアのおススメを提案し、詳しい情報は、ビデオ通話を用いて

現地観光案内所スタッフに直接相談 ▶ 東急による実証事業

・渋谷の観光案内所にて、旅行者の嗜好性に合わせた北海道おススメ情報を提案。具体的なお問合せについ

ては、新千歳空港観光案内所スタッフがビデオ通話により回答し、現地への誘客を促進する。

・函館空港では、多言語対応や北海道広域情報が必要なお客様に対して、AIチャットボットとビデオ通話による

情報提供を実施し、効果的かつ効率的な案内業務のDX化を実現。

・外国人旅行者からは、「今回の旅行での訪

問先候補に入れる」や「次回の旅行の際に、

訪問先候補に優先的に考える」とのポジティ

ブな評価。

・発信側スタッフのコミュニケーション力と受信側

スタッフの誘客意識をもつことが重要。

※リモート＆AIコンシェルジュは、東急株式会社が提供する観光

案内DXツールです。よくある質問をＡＩチャットボットにて回答

し、お客さまのニーズや嗜好性に合わせた相談、観光提案は観

光案内所のスタッフが「たび診断」の結果をもとに遠隔接客を行

うことで効率的に案内することができます。

P.96～101参照

●ビデオ通話（Skype・Zoom ）を使って、他の案内所から観光情報を旅行者に提供

▶ TIC TOKYO（東京都千代田区）

・一部の地方案内所と、適宜Skype・Zoomでつなぎ、桜の開花状況や天候などのリアルタイム情報や、周辺ス

ポット、交通案内などを提供して、現地への周遊を促進する。

・外国人旅行者には、「必要な情報が現地から直接得られ、そ

の場で旅行プランを決めることができてよかった」、「来訪前に

現地の人とコミュニケーションが楽しめた」などと好評。

・接続先の案内所との、接続のルールを事前に設定することが

重要。

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」（平成30年6月）

Skype・Zoom
接続

Skype・Zoomの活用によりシームレスに情報を提供
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■混雑状況を把握して、旅行者をうまく誘導したい

●外国人旅行者のWi-Fi接続情報を取得して、リアルタイムで混雑情報を把握

▶ HISによる実証事業

・外国人旅行者に人気のエリア内の各スポット（飲食店等）に専用のセンサーを設置し、そのセンサーが旅行者

のモバイル端末のSSID情報をリアルタイムで取得。その同時接続数をカウントすることにより、同一エリア内に位

置する旅行者の数を推定し、混雑状況を把握する。

・案内所では、そのデータをダッシュボード上で確認し、観光案内の際に混雑状況を含めた情報を提供しつつ、混

んでいない新たなスポットを提案して旅行者の誘導を図る。

・SSID情報を分析することにより、外国人旅行者の在住エリアの推測なども行えるため、国別マーケティングデー

タなどにも活用が可能。

一般の旅行者が気軽に投稿するSNSから、リアルタイムのニーズをつかむ

DXを活用して観光資源を発掘して人気を集める資源にしていくために有効な方法の一つがSNSの活用である。

例えば、トリップアドバイザーのような旅に特化した感想や評価が投稿できる専門サイトもあるが、こういうサイトに投稿す

る人はどちらかというと世界中を旅して旅を趣味にするような旅に対する関与が高い人が多い。そういう意見も重要であ

るが、もっと一般の人々が日常の延長で気軽に投稿するような、InstagramやTwitterといったSNSへの投稿に、飾ら

ない真のニーズがリアルタイムで現れるのではないかと思う。そういう意味で、SNSを積極的に活用することが、外国人旅

行者のニーズをつかみ、満足度の高い旅を提供する上で重要ではないかと思う。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 池尾 恭一氏）

P.75～84参照
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デジタルと対面を融合し、観光のハブ機能を担う観光案内所へ

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 平林知高氏）

リアルでのFace to Faceと、機械（デジタル）の２つの手段で、外国人旅行者のニーズに対応

サプライズを求めている外国人旅行者にはFace to Faceで、ホテルのコンシェルジュのように対応する。一方、移動手

段や開館時間を確認したい旅行者にはデジタルで対応するなど、案内所を訪れる個別のニーズをしっかりと分別して対

応していく仕組みができれば、旅行者も案内所スタッフもストレスがなく、案内所のオペレーションも効率化していくと思う。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 マージョリー・L・デューイ氏）

観光案内所には、その地域に関する観光コンテンツや情報を求めて多くのインバウンド旅行者が訪れている。言ってみれ

ば、旅行者のニーズの宝庫である。こうした旅行者のニーズを可視化（データ化）することで、より旅行者のニーズに

合ったサービス提供が可能となるばかりではなく、同じような情報、質問は可能な限りデジタルにより効率化（非対面

化）し、対面でのサービス提供は、デジタルでは提供し得ない、より細かい、ローカライズされた情報等を提供することで、

より旅行者の満足度を高めることつながると考えられる。

デジタルツールは決して万能ではない。あくまで観光地として「想定可能な範囲」なものをデジタルで提供するにとどまる。

「想定を超える旅行者のニーズ」をどう捉え、次につなげていけるかは、対面でサービス提供する観光案内所に期待され

る役割である。デジタルと対面を組み合わせて、より旅行者に価値の高いサービスを提供していくために、観光案内所が

そのハブとなって、地域の関係者と連携し、旅行者の満足度を高め、再来訪を促していくことが求められている。

デジタルを活用し、定型業務の生産性向上と

顧客理解を推進

▶ 観光情報を集約化し、観光案内のばらつきを平準化

▶ デジタルを活用し、24時間365日、どこからでも、多言語対

応した情報を取得できる「バーチャル観光案内所」を実現

▶ 旅行者とのやり取りをデータベース化し、旅行者が何を求めて

いるのかを把握することで、地域が訴求すべきコンテンツを見

極め、旅行者の満足度を高める施策へ昇華

顧客接点を活かし、
高付加価値サービスを提供

▶ 定型業務をデジタル化することで、より高付加価値なサー

ビスにリソースを集中

▶ 観光案内所に来訪する旅行者との接点は貴重なタッチポ

イントであり、対面で提供するサービスをより高付加価値な

ものにシフト

▶ これまでは情報を無料で提供する「場」となっている状況か

ら、旅行者との接点を活かし、より旅行者が求めるサービス

を提供する「場」への転換を図り、地域の観光コンテンツを

含む相対による販売促進

デジタル
(非対面)

リアル
(対面)

観光案内所

行政

宿泊施設

飲食店

小売店

アクティビティ
関連

DXを通じて、観光案内所を起点に旅行者の満足度を高める仕組みへ

地域の関係者と連携し、
ニーズに基づく、

より良いサービスを提供

取得した旅行者ニーズ
を関係者に連携し、
商品・サービス開発



（1）DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化 41

案内所同士で日常的に情報交換が行える

「JNTO認定外国人観光案内所 コミュニケーションプラットフォーム」
（Facebookのグループ機能）

※出所：JNTO認定案内所向け 「JNTO認定外国人観光案内所 コミュニケーションプラットフォームマニュアル」 令和4年9月22日

【コミュニケーションプラットフォームの活用メリット】

①JNTOからの情報共有

・ JNTOから最新情報やお役立ち情報などを

簡単に受け取ることができる。

（例）・JNTO職員の紹介

・プレスリリースの中で案内所に参考になりそう
な統計など

・最新のコロナや入国規制などの最新情報
（JNTOの英語コロナサイト紹介など）

・デジタル化事業で作成する記事など

②JNTOから質問を投げかけることで、地域の観光やイベント情報、外国人旅行者の情報等を
共有

・ JNTOから様々なテーマで案内所の皆さんに質問を投げかけ、それに答えていただく形で、各地の最新情報

や、外国人旅行者とのエピソードなどを共有し、案内業務に役立てることができる。

（例）

・外国人旅行者に喜ばれる、あなたの地域のお土産は何ですか？

・あまりお金をかけずにちょっとした観光記念になる、小さなお土産のアイ
デアを教えてください

・SNSでの情報発信の取組事例を教えてください

・今月、あなたの地域で開催されるイベントは？

・外国人旅行者への対応で、うれしかった出来事はありますか？

・英語でおすすめの良い“言い回し”はありますか？

・あなたの案内所で行っている「おもてなし」を教えてください

・今後の案内所の質の向上のために「こんなサービスがあったら外国人
旅行者は嬉しいだろうな」というアイデア大募集！

②案内所同士の情報交換

・ 案内所の皆さんからも、他の案内所の方に質問を投

げかけたり、情報を提供したりすることができる。全国

の認定案内所同士がエリアや所属カテゴリーに関係

なく、プラットフォーム上で交流することが可能。

（例）・「○○」とは英語で何と言えばよいのでしょうか？

・○○エリアで一人旅におすすめの観光スポットがあれば教えてください。

・ベジタリアン、ハラル等食事のレストランの把握をどのようにしていますか？

・○○のようなときはどのように対応していますか？

・皆さんの案内所ではどんな文化体験を提供していますか？

JNTOでは、案内所間の連携のためのプラットフォームを提供している。



（1）DXの活用等による業務の効率化と、サービスの進化

【コミュニケーションプラットフォームの使い方】
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◼ グループ名：JNTO認定外国人観光案内所

◼ 制 限：プライベートグループ（承認されたメンバーだけがメンバーやグループ内の投稿を閲覧可能）

◼ 参加者：全国のJNTO認定外国人観光案内所（グループへの参加は任意）

1）案内所のFacebookページを持っている場合：「ページアカウント」から参加

JNTOからのテーマや質問、各案内所からの発信に、
いいね！やコメント、返信をして、連携を深めましょう！

●Facebookのグループ機能を活用

①Facebookホーム画面より、右上のアイコンをクリックし、個人

アカウントページからページアカウントに切り替える。

②右上のアイコンがページアカウントのアイコン画像に切り替わる。

③Facebookトップページの検索窓もしくはグループタブの検索窓に

「JNTO認定外国人観光案内所」と入力し検索。

④「JNTO認定外国人観光案

内所」のグループを選択し、

「グループに参加」ボタンをク

リック。

⑤表示される質問（所属の認定案内所名やお名前）に回答し、

グループルールに同意できる場合は「グループルールに同意します」

をチェック。

２）案内所のFacebookページを持っていない場合：「個人アカウント」から参加

①Facebookトップページの検索窓もしくはグループタブの検索窓

に「JNTO認定外国人観光案内所」と入力し検索。

②「JNTO認定外国人観光案内所」のグループを選択し、

「グループに参加」ボタンをクリック。

③表示される質問（所属の認定案内所名やお名前）に回答し、

グループルールに同意できる場合は「グループルールに同意します」

をチェック。

※上記、「グループアカウントから参加」に同じ。

※個人アカウントをお持ちでない場合は、アカウント登録をした上でご

参加ください。

画像も添付できます

コメントに対する返信や

いいね！はこちらから

返信はここに入力

［注意事項］

○Facebookの規約違反となる可能性があるため、以下の点にご
注意ください。

・個人アカウントを作成する場合は、実名での登録が必須

・個人アカウントを複数名で共有しない

・複数の個人アカウントを持つことは禁止

・Facebookのポリシーに反する場合、Facebook社より予告なし
にアカウントが停止される場合があります

○その他、下記についてもご注意ください。

・グループルール違反や、不適切な発言が確認された場合は、管
理者がコメントを削除する場合があります

・不適切なアカウントと判断した場合、グループを退出していただく
場合があります

・個人アカウントで参加後、異動や退職した場合は、グループから
退会していただく必要があります。

※参加方法や使い方の詳細についての問合せ先は、巻末を参照。

※出所：JNTO認定案内所向け 「JNTO認定外国人観光案内所 コミュニケーションプラットフォームマニュアル」 令和4年9月22日



（２）「有料サービス」の導入による、

サービスの高付加価値化と収益力の強化

アンケートによると、案内所の運営上の課題として、「収益力の向上、収益源の

確保」を半数超の案内所が挙げている。

Q 貴案内所の運営の課題は何ですか。 （MA）

⚫ 有料サービスの導入を始めとした収益力の強化は、多くの案内所で課題として認識

されている。導入にはハードルが高いと思われがちだが、案内所の運営にとっても、外

国人旅行者にとっても、地域にとっても、有益な有料サービスを導入していくことが重

要。

順位 項目 割合（％）

1 収益力の向上、収益源の確保 50.8

2 集客・プロモーション 50.4

3 地域との連携 43.3

4 人材育成、教育・研修 40.3

5 人材の採用・確保 35.9

6 他の案内所との連携 32.9

7 ＩＴ化の推進 24.6

8 施設設備等の受入環境の整備 24.5

9 有料サービスの運営など 14.4

10 その他 1.2

n=779
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※観光案内所アンケート調査（JNTO） 2022.2～3実施



外国人旅行者のニーズと、観光案内所が提供するサービスとのギャップ

カウンタースペース

休憩スペース

パンフレットと情報ブース

インターネット接続端末情報

公衆無線LAN

・公衆無線LANの設置

・公衆無線LANの情報

英語対応可能スタッフ

・英語スタッフ（パート）

・英語スタッフ（常駐）

多言語（英語以外）対応可能スタッフ

観光コンテンツの情報提供

公共交通関連の情報提供

宿泊施設関連の情報提供

両替、ATMの情報提供サービス

外国人受入可能病院情報提供サービス

美術館・博物館

エンターテイメントチケット

ナイトタイム

ガイド手配

ツアー・旅行商品手配

旅行者交流スペース

トイレ利用

Wi-Fiルータ、端末等貸出サービス

文化体験

先進技術体験（VR等）

アクティビティお試し体験

ご当地産品試食・試飲

専門分野人材（家具コンシェルジュなど）相談

産品販売

飲食

レンタサイクル

荷物関連

・荷物預かり

・宅配
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〈訪日客の観光案内所に対するニーズ〉

「基本サービス」（「運営指針」で認定要件とされている情報提供サービス）は、ニーズに対して提供

が十分であるが、「付加的サービス」（特定の切り口での情報提供や予約・決済を含む）やニーズが

大きい「魅力・誘客向上サービス」では提供が十分とはいえない実態となっている。

❶基本サービスは

無償だと思っているが、

❷付加的サービスや

❸魅力・誘客向上

サービスは、受益者負

担で費用が掛かると

いう意識を持っている

訪日外国人は多い。

出典：平成30年度外国人・認定案内所アンケート（JNTO）より作成

（２）「有料サービス」の導入による、サービスの高付加価値化と収益力の強化 44



（２） 「有料サービス」の導入による、サービスの高付加価値化と収益力の強化 45

[1] 主な有料サービスに対する外国人旅行者のニーズや、導入におけるポイント

有料サービスの類型 サービスの特徴と、訪日客ニーズや収益化を意識した導入ポイント

オリジナルツアーの企画・販売

・新たな地域の魅力を発掘すべく、案内所スタッフやボランティア等がガイドす
るオリジナルツアーを企画・実施する。

・レンタサイクルなど需要の高いベネフィットと組み合わせ、地域ならではの体
験を造成するなど、ニーズを高める工夫を行う。

移動系レンタルサービス（レンタサイクル、
電動キックボード、レンタカー、など）

・周遊に関わる二次交通系のサービスに対するニーズは高い。特に「電動キッ
クボード」のニーズは高まると予想される。

・上記のように、様々なガイドツアーと合わせたサービスにもニーズがある。

手荷物預かり・配送、コインロッカー

・旅の利便性を高めるサービスとして、便利な場所に位置することが多い案内
所での旅行者のニーズも高い。

・荷物の大きさや預かり時間など、旅行者のニーズにあわせて料金体系を工
夫することにより収益化が可能。

チケット等の予約・販売による手数料収入
（乗車券、チケット、宿泊施設、ツアー）

・交通事業者や宿泊事業者・旅行代理店等と連携し、周遊パスや着地型
ツアーなど幅広い旅行商品を扱うことで、地域の周遊を促進する。

商品販売

・旅に係る必需品や消耗品では、コンビニ等との連携（テナント貸し）などの
どの事例あり。

・地域の特産品やオリジナル商品などの販売は、公平・中立を確保しつつ、
地域の産業や文化振興等につなげる視点が重要。

・必要なスペースや在庫リスクを考えておく必要はある。

文化体験、ワークショップ
・茶道や書道など定番の日本文化コンテンツだけでなく、地域ならではの文
化体験コンテンツにもニーズがある。

その他レンタルサービス
（Wi-Fi、浴衣・着物レンタルなど）

・着物・浴衣等のレンタルは定番として人気があるが、ガイドツアーや写真撮
影サービスとセットにするなど、より高付加価値な体験を提供する。

写真撮影サービス
・同行者全員で写真を撮りたいというニーズもあり、ガイドツアーの付加価値と
して組み入れることも可能。

VR等の先進技術を活用した
体験コンテンツ

・VR等を活用して、限られた訪日期間の中で観光地を体験してもらったり、
実際に足を運んでもらうきっかけにしたりなど、旅行者にも人気のある体験を
案内所で提供する。

・VR機器と映像ソフトの初期投資を利用料で回収する。

免税品受け取り・免税品店紹介サービス、
オンライン免税品購入サポート

・オンラインで免税品を購入し、受取場所として案内所を利用するニーズもあ
ることから、それに応えていく。

外貨両替
・電子決済も増加しているが、いざという時に頼りになるサービスとして旅行者
の利便性を高める。地方部など外貨両替できる場所が少ない場合に有効。

SIMカード販売、充電器の設置、モバイル
バッテリー

・モバイルバッテリーなど既存のサービス事業者との連携による導入が可能。

スペースの提供・貸出

・外国人旅行者が集まることを活かし、ワークショップや試飲・試食等のイベン
トを行えるスペースとして、企業・団体等へのマーケティング活動などに貸し
出しできる。

・シェアオフィスなど一部の旅行者ニーズにも対応。

広告収入（パンフレットラック、サイネージ
設置、など）

・交通結節点にある、案内所の利用者がとても多いなど、案内所の立地や
集客力によっては、広告メディアとして収益化できる可能性がある。（パンフ
設置や動画放映等）

コピー・FAX（送受信サービス） ・ニーズとしてはあまり多くないが、機器等を備えている場合は対応できる。

マーケティングデータ販売、
接客・応対コンサルティング

・外国人旅行者が集まる拠点として、地域の事業者等にマーケティングデータ
の提供やコンサルティングビジネスにも展開可能。

カフェ・レストラン運営

・地域の特産品や酒類などの試飲・試食の場として地域内での消費につな
げる。

・カフェやレストランがあることで、外国人観光客と地域の人々との交流拠点と
しても機能できる。



[2] 高付加価値な有料サービスの導入事例
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■オリジナルツアーの企画・販売

有料サービス
概要

• 観光タクシーを活用したプライベートガイドツアーを提供。

• 公共交通機関では周遊しにくいスポットを巡る。

導入ポイント ●観光タクシーを二次交通手段としてツアーとセットにし、利便性を提供。

導入効果
〇運転のプロであるタクシードライバーを活用することで、道路の混雑など状

況に応じて対応してくれるので安心感があり満足度が高い。

●観光タクシーと連携したガイドツアー ▶WANDERCOMPASS SHIBUYA（東京都渋谷区）

Photo

有料サービス
概要

• 日本一の温泉郷・別府で“温泉名人”が案内するガイドツアーを展開。ガ

イドがタオルやせっけんといった入浴道具を用意し、地元の人に愛されてい

る公衆温泉等で入浴を体験する。

導入ポイント ●別府特有の“温泉名人”が地域ならでは体験を提供

導入効果
〇温泉に入浴しながら、地元住民との交流も楽しめるなど他にはない体験

に満足度は高い。

●温泉名人と回る温泉体験ガイドツアー ▶WANDERCOMPAS BEPPU（大分県別府市）

地域ならではの体験ニーズは高い

体験については、多くのニーズがあるのは間違いなく、その地域ならではの体験を強く求めている。

一方、外国人旅行者が地域を体験するためには、その地方とのコネクションが必要であり、案内所が相互をつないでいく

ことで、案内所の存在意義も高まっていく。

着付けや茶道の体験は日本のどこでもサービスが受けられるが、案内所は、その地方ならではの体験を常日頃から開発

し、特別に紹介していくことが外国人旅行者のニーズにしっかりと応えることになる。

日本文化の体験は日本に来たからこそ体験できるものであり、多くのサプライズを与えることができる。例えば、金沢市で

は金沢城周辺で鷹匠の体験をしたという。このような記憶に残り続ける体験を、その地域の案内所が考え、提供し続け

ることが重要である。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 マージョリー・L・デューイ氏）

有料サービス
概要

• ガイドや体験メニューを44プラン提供。

• レンタサイクルを始め、E-BIKE、HYBRID BIKE、トゥクトゥクなどをレンタ

ル。バギー・EV３輪バイクによる周遊ツアーなど、二次交通手段とセットに

したガイドツアーも展開。

導入ポイント
●観光協会の案内サービスと役割分担し、民間企業のWaikaruが体験コ

ンテンツの造成・販売を担当。

導入効果
〇バギーサービスが香港人によりSNS上で拡散し来場者が増加。収益の柱

にもなっている。好評を受けて、周辺の寺社周遊の拝観券を開発。

●交通手段のレンタル＆ガイドツアー ▶奈良斑鳩ツーリズムWaikaru（奈良県生駒郡斑鳩町）

出所）奈良斑鳩ツーリズムWaikaru
http://www.waikaru.com/experience/detai
l.php?pid=1458729722（閲覧日：2023年1
月30日）



■チケット販売

有料サービス
概要

• コンビニとともに、外貨両替や宅配便、免税カウンターなど、旅行者の利便

性を高めるサービスをワンストップで提供。

導入ポイント

●コンビニ側とは、スーベニアの販売（商品全体の50％）やPOP広告の制

限など、案内所のコンセプトに合うように連携。

●コンビニは、賃貸借契約に基づき、案内所設置者に賃貸料を支払う。

導入効果
〇利用者からは、旅行に必要な身の回り品、スーベニアから観光案内まで

充実したサービスを受けられて便利との声あり。

●旅行者の利便性を高める、コンビニエンスストアの併設
▶ツーリストサービスカウンター TERMINAL GINZA （東京都中央区）

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）

有料サービス
概要

• 「をどり」などの伝統文化鑑賞などのチケット18種類を販売。

導入ポイント
●ニーズの高いコンテンツを案内所において集約・販売。鑑賞方法などの説

明をしつつ販売することで利便性を向上。

導入効果

〇観光案内所で販売することで、文化鑑賞に関する情報発信（鑑賞の

きっかけづくり）とチケット販売機能をワンストップで提供し、旅行者の利

便性向上と地域内への周遊促進につながる。

●地域内の伝統文化鑑賞などのチケットを販売 ▶京都総合観光案内所（京都府京都市）

■商品販売

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）
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有料サービス
概要

• 地域の老舗や名店の土産品やオリジナル商品を販売するスーベニアショッ

プを展開。

• 地域回遊を仕掛ける有料謎解き冊子にて、周遊部門1位を2ヶ月連続

獲得。

導入ポイント

●商業施設設置者から、施設のインフォメーションカウンターに観光案内所

機能を付加した一体運営の業務委託を受けている中で、収益施設はテ

ナントとして入居。案内所運営者は、収益に応じてテナント料を支払う。

導入効果
〇案内所運営者は、収益施設の運営により、案内所の質及び収益の向

上を図ることができる。

●地域の名品を販売する、スーベニアショップの併設 ▶日本橋案内所（東京都中央区）

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）



■文化体験

（２） 「有料サービス」の導入による、サービスの高付加価値化と収益力の強化

有料サービス
概要

• 現場スタッフの創意工夫・試行錯誤によりコンテンツを開発。

• 茶道体験（2000円）の他、無料のミニ文化体験コンテンツ（折り紙体

験、相撲・着物などの着ぐるみ体験他）を提供。

導入ポイント
●設置主体（県）と現場スタッフの密な意思疎通により、現場スタッフのモ

チベーションを向上して創意工夫を促す。

導入効果
〇利用者からのメッセージや手紙を案内所内に掲示し、スタッフのモチベー

ションアップにつなげている。

●日本文化体験（茶道・書道）のコンテンツ開発＆提供▶Nara Visitor Center & Inn（奈良県奈良市）

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）

■VR等の先進技術を活用した体験コンテンツ

サービス概要
• びわ湖バレイのジップライン体験が閲覧できるコンテンツを提供（無料提

供） ※現在はサービス休止中

導入ポイント ●コンテンツの種類の拡大が必要。

導入効果
〇実際に体験している様子を閲覧できるため、「面白い」、「行ってみたい」と

の声がある。

●地域内の観光地を疑似体験し周遊につなげる ▶大津駅観光案内所OTSURY（滋賀県大津市）

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）

有料サービス
概要

• 外国人スタッフを雇用し、外国人目線を活かしてコンテンツを開発。

• 施設内店舗と連携して、日本文化体験ツアー（職人による刃物研ぎ実

演、鰹節の削り実演）、ワークショップ（折り紙教室、判子づくりなど）を

実施。

導入ポイント
●スタッフがコンテンツ開発やツアーガイド、接客対応などを兼ねている場合

は、人員配置に配慮が必要。

導入効果

〇日本の文化を短時間に学べることで、旅行者の満足度を向上させている。

口コミやSNSを見て、体験ツアー目当てに来訪する外国人も多い。

〇周辺店舗の集客や売上増につながり協力する店舗側の満足度も高い。

●文化体験ツアーなどのコンテンツ開発＆提供 ▶日本橋案内所（東京都中央区）

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）
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有料サービス
概要

• 地元産の食材を使った本格的な料理を提供するレストランを併設。

導入ポイント ●レストラン収入を軸に黒字経営モデルの構築を目指している。

導入効果
〇レストランを活用した料理のワークショップも実施可能になり相乗効果を生

んでいる。

●案内所に本格レストランを併設 ▶SUiTO FUKUOKA（福岡県福岡市）
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■スペースの提供・貸出 ＋ 広告収入など

■カフェ・レストラン運営

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」
（平成30年6月）

ちょっとした工夫で収益力を向上

観光案内所が行う「手荷物預かりサービス」は、近隣のコインロッカーがいっぱいで荷物が預けられなかった旅行者等の

利用が多いサービスである。

以前は、コインロッカーが大・中・小という大きさで料金が異なっていることに倣い、手荷物預かりでも荷物の大きさによっ

て料金を分けていたが、預かるごとに荷物を計測し、預かり票に記載してもらうため、オペレーションの負担が大きかった。

そこで、料金を一律にすることで、オペレーションの負荷が低減。さらに、コインロッカーの補完機能としてニーズは高かった

ことから、料金をコインロッカーの｢大｣サイズと同じ料金に設定することで利用単価も上がり、売り上げアップにつながった。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 紀陸 武史 氏）

有料サービス
概要

• 飲料メーカーやアニメなど事業者とのコラボにより、案内所内での日本茶体

験ワークショップやサンプリング提供、外装装飾などを実施。

導入ポイント

●インバウンドにアプローチしたい事業者へのプロモーション機会の提供

●店舗外装、店内スペース等の広告活用による収入モデルを構築。

●言語対応可能なスタッフを活用しサンプリングやアンケートなども実施可能。

導入効果
〇来所者だけでなく、通行人へのPR効果。

〇来所者の情報収集によりマーケティング拠点としての活用。

●企業とのコラボによるスペース提供・広告収入 ▶WANDERCOMPAS SHIBUYA（東京都渋谷区）
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有料サービス導入にあたっての“制約”をどう乗り越えるか

19.5 5.8 33.8 20.9 

0.5 

3.1 16.3 

▮有料サービスは一切提供できない

▮事業主体者の許可が必要であり、原価までしか旅行者から徴収できない

▮事業主体者の許可が必要であり、利益の配分については事業主体者と案内業務担当組織の協議が必要である

▮事業主体者の許可が必要であるが、収入はすべて案内業務担当組織の利益とすることができる

▮事業主体者の許可は不要であるが、原価までしか旅行者から徴収できない

▮事業主体者の許可は不要であるが、利益の配分については事業主体者と案内業務担当組織の協議が必要である

▮事業主体者の許可は不要であり、収入はすべて案内業務担当組織の利益とすることができる

n=737
単位：％

Q 貴所の有料サービス導入にあたっての制約についてお知らせください。（SA）

※追加アンケート調査 2022.12実施

アンケート調査によれば、「有料サービスは一切できない」案内所が約２割に対して、「許可は不要で収入も
そのまま利益にできる」案内所は全体の16.3％。最も多かったのは「事業主体者の許可が必要であり、利益
配分も協議が必要」というケースで全体の約1/3であった。

事業主体者 案内業務担当組織 契約形態 実施している有料サービス

A
案内所

自治体（町）
地元企業
＊道の駅併設

指定管理 ・物販や入浴サービスなど

契約時の条項、
取り決めなど

・施設維持費のみで運営委託費はゼロであるため、有料サービスの収益を運営費に充当

・契約には「委託費は無し」の条項のみ。有料サービスを制限する条項は無し

・案内業務担当者が決定すれば有料サービス導入は可能

B
案内所

自治体（市） 観光協会 ―
・手荷物預かり、フリー乗車券販売
・キャラクターグッズ販売

契約時の条項、
取り決めなど

・「利便性」「公益性」「民業圧迫しない」を基本方針として市が承認

（案内所が自走することで市予算も低減する、ということで議会の承認を得ている）

・新たな有料サービスを導入するたびに、市の担当課がチェック

・キャラクターグッズ販売は市の広報という意味で「公益性あり」、周辺店舗の閉店時間が早

いことから「民業圧迫しない」との判断がなされている

C
案内所

自治体（区） 民間企業 ― ・物販、文化体験（茶道・華道）

契約時の条項、
取り決めなど

・物販は自由に行えることを、仕様書に明記。

・文化体験は、自治体が行う文化発信事業という位置づけで、講師への謝礼金と自治体関

連の文化団体への紹介料を委託費から支出（着付けは、案内所スタッフが行えるため、無

償サービスとして実施）。

〈自治体が事業主体者（設置者）である場合の有料サービスの導入例〉

⚫しかし、自治体が事業主体（設置者）である場合でも、議会や自治体の承認に基づく契約や、

行政財産の使用許可などの手続きを経ることで有料サービスの導入が可能になった事例も多くある。

⚫有料サービスの導入にあたって、何らかの制約がある案内所が多いのが現状。
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“制約”を乗り越えて、有料サービスを導入するポイント

・案内所運営受託者の新たなアイデア等によって、新しい有料サービスを導入したいという意欲に応えられる

よう、仕様書や契約書に記載している以外の有料サービスの導入の手続きや許可の基準などを定めておく

ことも必要。

❷ 有料サービス導入に際して、サービスを運営・実施する外注先を選ぶポイント

・公平性・公益性を担保するために、公募による調達を基本とし、公募方法や選定の手順、利益の分配な

どを明確にしておくことが重要。

・地域の利益につながることも重要であるため、行政・管轄区域内など、エリア内の事業者に限定して公募を

行うなどの配慮も必要。

❶ 事業主体者（自治体等）と受託者との契約におけるポイント

・有料サービス導入にあたっては公共性や公益性の確保などをふまえた上で、契約書等の条項などにしっかり

と記載し、確実に履行することで有料サービスを実現できる。（次頁参照）

〈留意すべきポイント〉

＊物販や飲食提供では、地域産品を活用するなど地域の収益につながること

＊地域の広報PRにつながる、地域ブランディング向上に寄与すること

＊提供するサービスが、地域の民業圧迫にならないこと

＊外国人旅行者の利便性の提供、満足度の向上につながること など

・また、有料サービスによる収益を観光案内所の運営に充当できるなど、モチベーションが向上するような取り

決めを行っておくことも必要。

〈留意すべきポイント〉

＊案内所運営受託事業者のモチベーションを向上する利益配分

＊行政財産を使用することによる費用負担の明確化 など
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※有料サービス導入にあたっての業務委託仕様書の例

D県観光案内所運営事業委託業務企画提案仕様書より

○ 委託業務の内容及び企画提案内容

(1) 観光案内・相談業務・情報収集 （略）

(2)旅行商品の販売及び手荷物預かりサービスの提供

県内周遊促進に資する、観光客のニーズにあった幅広い旅行商品（一日乗車券、周遊パス等）の販売を行うこと。

なお、旅行商品販売の際にはキャッシュレス決済を積極的に導入すること。また、○○案内所においては手荷物預か

りサービスを提供すること。

※○○案内所において旅行商品の販売や手荷物預かりサービスを行う際には行政財産使用許可を受ける必要があり、

それに伴いD県行政財産使用料条例に基づいて算出した使用料及び当該財産に附帯する光熱水費を自費で負

担する必要がある。

なお、光熱水費については使用実績や使用面積、常時勤務する者の数等から算出する。

（3）バリアフリー情報の提供 （以下略）

E市観光案内施設運営業務委託 業務仕様書より

○ 業務の内容

(ア) 来所者に対する観光情報の提供 （略）

（イ）パンフレット及びチラシ等の掲示及び配布 （略）

(ウ）飲食物の販売

案内所では、E市ならではの産品を中心に飲食物の提供を行い、消費額の向上、滞在時間の増加を目指す。販売

する商品については事前に委託者の確認を受けること。なおその収益は受託者に帰属するものとする。

（エ）土産物の販売

案内所では観光客向けに E市にちなんだ物や、E市の産品の販売を行うこと。 販売する商品については事前に委託

者の確認を受けること。尚その収益は受託者に帰属するものとする。

※観光案内所物件の賃料については、 観光案内業務等に供する部分を除いた残りの部分（＊物販を行っている面

積）に路線価を乗じた金額を支払うものとする。尚賃料には実費相当分を含むものとする。

公益財団法人F（地域連携DMO） 観光案内所運営業務委託 仕様書より

○ 業務内容

【カウンター業務】

(1) 案内業務 （略）

（2）販売・引換え業務

下記に定めるチケット（以下「指定チケット」という）の 販売及び引換え

① 地域内周遊パス

② インバウンド客対象チケット（乗り放題交通乗車券）

③ その他発注者が指定するチケット等

○チケット等の販売・引換えにかかる特記事項

（1）受注者は「(2) 販売・引換え業務」の売上金を代行して収納し、月中保管し、翌5営業日までに発注者へ送金す

る。振込手数料は発注者負担とする。

（2）略

（3）受注者は指定チケットの販売により、販売手数料収入の20％を受取ることができる。

（4）（5）略

（6）指定チケット以外に受注者の提案により新規にチケット等を販売する場合は、発注者に申請し、承認を得なければ

ならない。この場合、チケット等の売上を発注者に報告するとともに、販売手数料収入の20％を発注者に納めること

目的の明確化

収益分配の明確化

導入手続きの明確化
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2018年9月に発生した北海道胆振東部地震の際に北海道を旅行していた外国

人に対するアンケート調査によると、停電のために「スマホの充電が困難だった」「情

報が得られなかった」などが上位となり、他にも言語等の問題で情報が理解できな

い・わからないために困ったという状況がみられている。

⚫ 訪日客にとっては、大規模な自然災害発生時のみならず、交通機関の運行トラ

ブルや、落とし物や盗難などまで、さまざまなアクシデントに対しての“駆け込み寺”

としての案内所の役割も重要である。
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Q 地震発生時に困ったことは何ですか？（MA）

※「北海道胆振東部地震における訪日外国人旅行者の避難行動に関する調査」2018.9.6に北海道に滞在した
訪日外国人旅行者対象（サーベイリサーチセンター）

11.9 
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16.8 
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21.6 

22.2 

24.3 

27.0 

28.3 

29.2 

37.3 

46.5 

67.0 

67.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

停電でスマートフォンの充電などが困難だった

停電で情報が得られなかった

コンビニやスーパーでの物資不足

すべての日程が狂い多額の負担が生じた

言葉がわからずどこに行けばよいかわからなかった

飲料食料の配給が受けられなかった

今後の旅行日程がどうなるのか想定ができなかった

テレビ等での地震の放送が理解できなかった（停電）

交通機関・空港などの情報などがわからなかった

外国人向けの地震避難のマニュアルが無く行動が理解できなかった

スマートフォンなどでの多言語での災害・交通・避難情報が無かった

日本特有の地震情報が理解できなかった

ホテル等の指示がなくわからなかった

どのようなものを持ち出せばよいか行動がわからなかった

n=185
単位：％
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[1] 災害時（地震・台風等）の案内所における課題

■災害時（地震・台風等）に案内所スタッフが困ったこと、心配なこと、知りたいこと

【外国人旅行者の安全確保・避難誘導 】

•災害時に外国人に何を、どうアナウンスしたらよいか？

•どんな状況のとき、どこへ避難誘導したらよいのかわからない。

•建物の外へ避難誘導すべきなのか、建物内にとどまった方がいいのかわからない。

•「警戒レベル４」が発表されたら、具体的にどうしたらよいのかわからない 。

【災害時の情報提供 】

•交通機関の運行状況をそれぞれのお客さまごとに調べることがとても時間がかかる。

•台風による計画運休を実施している時、どのように案内すればよいのか困ることがある。

•災害経験の少ない外国人に、災害状況や身を守る行動について理解していただきやすい説明のしかたは？

【その他 】

•台風接近時、案内所を営業するか、どう判断したらよいか。

•災害時に観光案内所としてやるべきことは何か？

※「2020年度 JNTO 認定外国人観光案内所全国研修会～全国の認定外国人観光案内所に役立つ情報②案内所の災害対応」
2021年3月4日（観光レジリエンス研究所 高松正人）より抜粋

■案内所の災害対応として求められること

【災害発生前】

平常時の備え

❶災害が予想される時 、 営業や勤務どうするか決めておく

❷非常時の案内所周辺の関係機関と役割分担を確認しておく

❸来訪者が必要とする情報をリストアップしておく

❹災害時に提供する情報テンプレートとツールを用意する

災害の発生が予想される時

❶災害が想定される前後の日の営業体制・シフトを決める（通常営業するか、休業・営業短縮するか）

❷災害に関連する情報を事前収集。情報源のリストやテンプレートを利用する

❸事前収集情報をもとに、情報提供用のツールを準備する

【災害時の対応】

来訪者とスタッフの安全確保が最優先

外国人旅行者への災害リスクと対応の伝え方１

❶暴風、水害・土砂災害の場合：

（適切な安全確保の行動を促す伝え方）

「警戒レベル４が発令されました。危険な場所から全

員避難してください。」

➔がけ崩れの恐れがあるので、 近くの避難所に避難しま

す。私についてきてください

➔洪水の恐れがあるので、 この建物の４階以上に避

難します 。

➔洪水の恐れがありますが、 この建物は安全です 。 絶

対に建物の外に出ないでください。

外国人旅行者への災害リスクと対応の伝え方２

❷地震の場合：

（適切な安全確保の行動を促す伝え方）

「地震が来るぞ！」

➔地震が来る、 体を低くして、落ちてくるものから頭を

守って

口頭での指示はシンプルに

例：大きな地震の揺れを感じたとき

➔「地震です。まず低く、頭を守り、動かない。」

（英：Earthquake! Drop, Cover and Hold on!）

例：避難誘導するとき

➔「私についてきて！（自分が周囲の人を先導）

（英：Follow me！）
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■災害時の情報提供の際のヒント
• 情報はどんどん変わるので、継続的に情報を更新

• 交通機関の情報は要注意

・「一部運休」といっても、 1 時間に数本しか動いていないと、駅や車内は大混雑でとても乗車できない。

・遅延が拡大すると行先変更や運転打ち切りもある。

・空港が運用していても、空港まで行けるとは限らない。

• 掲示やモニターを活用して、「手離れ」をよくする。

• QR コードは拡大して掲示。

• 日本語のニュースでも映像が状況を語ってくれる。

• 航空予約の変更等の手続きは、本人にしてもらう 。

収集情報をもとに、情報提供用のツールを準備する

• 災害収束後も情報を継続的に収集・提供することが大事。

（継続されている注意報・警報、避難勧告・指示、

交通機関の運行状況、周辺施設の営業状況、など）

災害発生時の外国人旅行者が困っていること

※「北海道胆振東部地震における訪日外国人旅行者の避難行動に関する調査」2018.9.6に北海道に滞在した訪日外国人旅行者対象
（サーベイリサーチセンター）

地震発生！

何が起きたんだ！?
爆発？衝突？

何か館内放送しているけ
ど、日本語がわからない

早くここを出て国に帰りたい‥

また揺れた!怖い
このまま死んじゃうの?
どうしたら助かるだろう?

隣の部屋の人が廊下に
出る気配‥

とにかく、日本人の行くところ
について行ってみよう

とりあえずロビーに避難
さっきから何度も揺れている
けど、この建物の中で大丈
夫かな？

日本にいる友だちにWechat
してみたけど、つながらない

スマホのバッテリー残量が
20％、充電しないとやばいよ

周りはどんな状況？ネットで
調べようにもWi-Fiがつなが
らない

停電しているので、テレビ
もつかない

ホテルの人が日本語で何か
言っているけど、わからない

それでも情報収集に困っていた

北海道から脱出したいと
思っても、どんな方法がある
か情報がない

新千歳空港は、いつ運用
を再開するんだろう？

航空券を変更しないと、
乗れないよ

空港のウェブサイトは日本語
ばかりで、状況がわからないよ

空港が再開しても、そこま
で行く方法がわからない

ホテルでも観光案内所でも、
確かな情報はわからない

明け方、ホテルから説明

営業できないから出て行けと
言われ、でもどこへ行けばいい
の？

ところで上海行の便は飛ぶ
のかな？どこに聞いたらわか
るんだろう？

日本人向けの避難所では、
案内もわからないし‥

こんな状況なら旅行を切
り上げて帰国しよう

そもそも、札幌から空港
までどうやって行けるんだ
ろう？

電車もバスも動いていないみ
たい。動き出すまで、いられる
場所はどこ？



【スタッフの気づき】

•ネットで公表されている交通機関の運行状況と実際、空港内のJR 等の窓口で確認する情報が異なっていた。

•台風や災害が少ない国から訪日された方々が、台風の危険さや安全確保の知識が浅く、理解していただくの

に苦労した。

•NHK TV放映や NHK Worldアプリは、来訪者地震が映像で視られるので、状況把握ができ有効だった。

•営業している飲食店が情報をくれたり等、周囲と連携がうまく取れ、ご案内に活かすことができ連携の大切さを

再認識した。

•お客様は掲示する情報よりも、カウンターでコンシェルジュに最新の情報を確認する傾向があった。

[2] 災害時の対応事例

●2019年台風19号への対応 ▶東京観光情報センター（TTIC）

【台風接近前】

•２日後に首都圏直撃の予報が発出され、首都圏の交通機関は、計画運休を決定

➡運営主体である東京観光財団スタッフが、東京観光情報センターを巡回し、台風時の対応について確認・助言

確認・助言内容

・原則として通常の営業体制

・台風時の出退勤が困難な職員は、シフトを変える、近くのホテルで前泊・後泊等を手配して、通勤時の安全を確保

・台風に関係する情報の収集

・来訪者への情報提供の準備（掲示、印刷物、対面相談等）

【台風接近時のTTICでの対応（情報提供）】

• 大型スクリーンで NHK ニュース（台風特番）を流す

• 多言語での情報掲示（台風の状況、被害状況、交通情報等）

来訪者の主な問い合わせ内容

・ 朝食がとれる場所、営業しているレストラン・カフェ

・ 新幹線の運行状況

・ 運休している北陸新幹線等の代替ルート

・ 目的地までの代替アクセス（バス・鉄道は終日運休）

・ 本日観光出来る場所

・ 今週末のイベントの有無

・JR パスを引き換えたが電車が運行
していない

・河口湖・箱根等にホテルの予約を
していたが交通手段がないので

キャンセルしたいがスムーズに出来な
い

・天気がいいのに交通機関が運休で
どこに行ったらいいかわからない

といった不満も。
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訪日外国人旅行者用災害時に役立つツールの提供

・ 観光庁では、訪日外国人旅行者の方々が、災害発生時を含め、安全・安心に日本に滞在できるよう、有用

と思われるウェブサイト・アプリ等の情報をまとめたリーフレット(Safety Information Card)等を制作している。

観光庁HP：観光事業者に対する訪日外国人旅行者への対応支援（医療・災害）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html

■訪日外国人旅行者用災害時に役立つツール

【案内所内への掲示用ツール】

（A4 縦型・横型）

【デジタル媒体向けデータ】

【名刺サイズのリーフレット（Safety Information Card）】

■観光庁監修の外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ

【Safety tips】

・日本国内における緊急地震速報、津波警報、気象特別警報、噴火警報、避難情報、熱中症情報

等をプッシュ型で通知できる他、対応フローチャートやコミュニケーションカード等、災害時に必要な情報を

収集できるリンク集等を掲載。（15言語に対応）



（４）「地域との連携拠点」としての案内所の役割の進化

2022.12に実施したアンケートによると、約半数の案内所で「観光冊子や地図

の定期的な発行・更新」や「地域を取材してSNS投稿」などで地域連携を行っ

ているが、「地域連携を行っていない」案内所も15.7％に及ぶ。

Q 貴所が実施している地域内や地元関係者とおこなっている地域連携について教えてください。
貴所が行っているものをすべてお選びください。（MA）

⚫ 観光案内所は、地域における観光の窓口であり、訪日客との重要なコミュニケー

ション拠点であることをふまえ、地方公共団体やDMO、観光事業者、ボランティア

団体、住民など、地域との連携をより深め、一体となって地域の観光を盛り上げて

いくことが重要である。
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地域観光冊子・地図を定期的に発行・更新する

地域を取材してSNSに投稿している

定期的に地域事業者を訪問・打ち合わせする

地域事業者と連携した１日ツアーを企画・紹介している

地域事業者で使えるクーポンを企画・発行する

取得した観光客マーケティングデータを地域事業者へ提供する

観光客マーケティングデータに基づき地域事業者をコンサルティングする

その他

地域内や地元関係者とは地域連携を行っていない・思い当たらない

n=737
単位：％
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[1] 地域との連携により、案内所が発揮すべき役割と機能

⚫ 「地域と旅行者の懸け橋となる存在になる」という案内所の役割を発揮するために、地域の行政や観

光施設、事業者等と連携して、以下のような機能を強化していくことが望まれる。

地域

地域を大切に思うファンが

増えていき、住む人にとって

も、訪れる人にとっても理想

的な観光地域につながる

地域住民に、当たり前の

日常が外国人旅行者に

とって一番の魅力になるこ

とに気づいてもらう

地域の暮らしに根ざした

個性を外国人旅行者に

紹介し、地域住民との

懸け橋になる

案内所が、「住んでよし、訪れてよし」の

観光地域づくりを推進する“エンジン”に

なるように、地域との連携を強化
観光案内所

• 地域を訪れる外国人がその地ならではの魅力を楽しみ、地域に住む人がその地に住むことに誇りを持

つことができる「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりは、我が国の観光立国実現における基本と

なる理念である。観光案内所は、これを実現するエコシステムを回すための「エンジン」として、以下のよ

うな３つの視点から、機能を強化していく必要がある。

観光案内所が地域と旅行者をつなぎ、「住んでよし訪れてよし」の観光地域づくりを実現する

①「ガイドツアー」の企画・
実施

⓶地域の個性を表す場所・
コンテンツの紹介

③地域と連携したSNSに
よるプロモーション

①案内所は、外国人旅行者に相対し、地域の観光に誘っていく役割を担っており、地域と旅行者をつなぐ

“懸け橋”としての機能をより強化していくことが求められる。そのつなぎ手となる「ガイド＝人」にしっかりと焦

点を当てて、地域との合意形成を図りながら、魅力あるツアーを旅行者に提供する。

②地域の人々が暮らしの中で大切にしている場所やコンテンツを、外国人旅行者が褒めて楽しんでくれること

が、地域の人々にとって喜びになり、観光を自分事化することにもつながる。案内所は、そんな地域の人々

の拠り所となっている＝地域の個性を表す場所やコンテンツに光を当てて、外国人旅行者に魅力ある

ものとして紹介するという、“触媒”としての機能を強化することが重要である。

③地域の魅力を発信するには、SNSが有効。地域を訪れてファンになった旅行者からのSNSによる口コミが

人の縁をつなぎ、価値観の似ている人々へと伝搬していくことが理想である。そして、案内所は、SNSで発

信するための取材を通じて、地域の人々と常にリレーションを継続し深めていくことができる。
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①「ガイドツアー」の企画・実施

• 観光案内所が、外国人旅行者と地域の“懸け橋”になるためには、ガイド＝「人」が

カギになる。単に情報を見て観光するよりも、ガイドが地域の人々とのコミュニケーショ

ンを誘発し、人との「縁」を結んだ旅行者の方が地域を好きになってリピーターとし

て戻ってくる場合が多い。

• 地域の人々にとってみると、知らない外国人が自分の家の周りをうろうろすると、言葉

も通じないので不安になるが、ガイドが旅行者とのつなぎ役（翻訳者）になって、ど

こから来たどんな旅行客なのかを説明してくれることで、そんなストレスは払しょくされる。

ガイドが、旅行者の受入に対する地域の合意形成を図る“仲立ち”の役割を担い、

観光地域づくりを推進するエンジンとして機能する。

②地域の個性を表す場所・ コンテンツの紹介

• 地域にはそれぞれ長年住んでいる人々が大切にしてきた、場所やコンテンツがある。地域の人々にとっては当

たり前すぎるかもしれないが、地域の個性を最も表すものであり、外国人旅行者にとっては大いに魅力を感

じるものでもある。

• 案内所は、そういう場所やコンテンツを発掘し、旅行者の体験につなげ満足度を高めていく。それにより、地域

の人々にとっては、当たり前の暮らしが評価され、受入意識も高まっていくという好循環が生まれる。例えば、

地域を支えてきた地場産業の事業者の見学ツアーなども、地域を深く知ってもらうという意味で地域が誇る資

源であり、それを観光価値として磨き上げていくことが重要である。

③地域と連携したSNSによるプロモーション

• 観光産業は、コロナ禍のように旅行者が急に来なくなっても、突然、大量に押しかけられても立ち行かなくなる、

急激な変化に弱い産業である。そのためマスプロモーションとは相性が悪く、SNSで口コミから人の縁をつない

でいくことでコアなファンを作っていくことが大事になる。人との縁で好きになった地域を訪れる旅行者は、ゴミの

ポイ捨てなどマナー違反をすることもないはず。SNSでは価値観の近い人同士がつながっているので、そういうコ

ミュニティに情報を届けることで、共感から人の縁をつなぐことができる。

• そのSNSでの発信のために、地域の商店等へのきめ細かな取材を積み重ねていくことが、地域の人々との

継続的なリレーションの構築にもつながる。案内所のスタッフが地域のあちこちで常に取材していると評判にな

れば、案内所と地域との絆もより強くなる。

日本の5大秘境の一つともいわれる「奈良県十津川村」ならではのコンテンツ

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 紀陸 武史 氏）

外国人旅行者

地域の人々

ガイド
＝つなぎ役

東京23区よりも少し大きい地域に3,200人が住む奈良県十津川村には、熊野三山

の奥の院といわれる玉置神社という古い神社がある。村人たちは「たまきさん」と親しみ

を込めて呼ぶ、村のシンボルともいえる大切な場所である。そういう場所は地域の魅力

を感じる場所になる。

十津川村は49もの小さな集落が点在し、村の人々の多くは畑で採れたものを交換し

て日々の食材を手に入れ、山で鹿やイノシシを獲った時にはその肉を皆で分ける。庭に

ゆずを植えて、家ごとに自家製のゆず醤油も作る。そういう当たり前に続いてきた暮らし

のストーリーが、外国人旅行者の興味を喚起する。

出所）十津川村観光協会HP 
http://totsukawa.info/joho/kanko
/5tamaoki_shrine.html
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[2] 地域との連携事例

❶ 「ガイドツアー」の企画・実施

●サイクリング・ガイドツアー ▶株式会社美ら地球（岐阜県飛騨市）

・飛騨古川の美しい里山をサイクリングで巡る「SATOYAMA EXPERIENCE

（飛騨里山サイクリング）」は、2010年から実施している人気のツアー。

・スタンダードツアー(8400円)の他、1グループ限定の貸切ツアー・プライベート

ハーフ(8400円～)、日本有数の山岳道路「乗鞍スカイライン」をe-Bikeで

ヒルクライムできるプレミアムツアー(19,000円)を展開。

●タクシー事業者との連携による周遊ツアー ▶鳥取市国際観光客サポートセンター（鳥取県鳥取市）

• 外国人旅行者向けの周遊タクシーを案内所が手配。

• 3,000円（貸切3時間/台）で提供。

• ドライバーはおもてなしの心や観光地の歴史・文化などを学んだ「鳥取

観光マイスター」に限定し、ガイド役を担う。

●写真撮影をセットにしたガイドツアー ▶ WANDERCOMPASS SHIBUYA（東京都渋谷区）

• 家族やカップルなどで記念写真を撮りたいが、全員が写真を映るには誰かに

撮影を依頼しなければならない。その都度、依頼するのは面倒なので、ガイド

が同行して写真撮影もしてあげることで、旅行者の課題も解決できる。

●銭湯清掃体験ツアー ▶ WANDERCOMPASS BEPPU（大分県別府市）

• 別府の温泉文化を守るには欠かせない温泉の清掃と、清掃した人だから味わえる一番風呂を

地元の人と一緒に体験するツアーを実施したところ外国人旅行者に好評。

• 日本人にとっては日常であることでも外国人旅行者には特別な体験になるコトを見つけ出して

ツアーに仕立ててみることが重要。

出所）https://satoyama-experience.com/jp/activity/cycling/tour/standard/（閲覧日2023年2月6日)

●二次交通手段（バギー）で寺社を巡るガイドツアー ▶奈良斑鳩ツーリズムWaikaru （奈良県奈良市）

• １人乗りのバギーに乗って寺社巡りができる「三塔めぐりバギー体験（ガイド有

り）」（約2時間・4800円・運転免許必要）などを実施。

• バギーサービスが香港人によりSNS上で拡散し来場者が増加。収益の柱にも

なっている。好評を受けて、周辺の寺社周遊の拝観券を開発。

http://www.waikaru.com/experience/detail.php?pid=1458729722
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❷ 地域の個性を表す場所・ コンテンツの紹介

●地域事業者と連携したオリジナルクーポンの提供 ▶WANDERCOMPASS BEPPU（大分県別府市）

●地域の伝統工芸品を展示して、地域事業者に送客

・別府の伝統工芸品である竹細工を案内所にデイスプレイし、地域資源の紹介に

加え竹細工商品が購入できる場所の案内をすることで、地域事業者への送客に

もつながっている。

●地域内の伝統文化鑑賞などのチケットを販売 ▶京都総合観光案内所（京都府京都市）

・ 「をどり」などの伝統文化鑑賞などのチケット18種類を販売。

・ 滞在中に鑑賞できる舞妓「をどり」があることを知ってもチケットの購入場所や鑑賞

方法などがわからない外国人旅行者に対して、チケット販売と合わせて、鑑賞方法

などもきめ細かく説明。

●基幹産業（木工業）に特化して観光案内

▶大川市観光・インテリア情報ステーション 大川TERRAZA（福岡県大川市）

・ 地域の基幹産業である木工業（大川家具）の情報を積極的に案内。

・ 家具コンシェルジュを配置し、利用者のニーズに応じた家具工房を紹介・

案内し、地域内周遊や家具購入を促進。また、市内の家具工房をデー

タベース化したアプリは、来訪者の属性情報を収集するツールになっており、

市内の各家具工房と共有。各社の販売戦略に役立ててもらうしくみにも

なっている。

・ 家具や木工商品のアンテナショップ的役割を担い、地域内周遊や家具

購入につなげている。

＊家具コンシェルジュによる家具工房の紹介

＊木工商品の販売

＊組子体験などの木工ワークショップ

出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」（平成30年6月）

ちょっとした「気づき」を定性データとして、観光資源の発掘につなげる

渋谷でパキスタン人女性を案内した時のこと、彼女は渋谷で3日間スイーツを食べ歩きつづけた。「なぜか？」と聞くと、

「パキスタンは治安が良くないので、こんな街なかで女性が美味しいスイーツを食べ歩けるなんて、渋谷はとてもリラックス

できる街で素晴らしい」という。それならば…例えばスイーツ天国・自由が丘をパキスタンの女性たちに紹介したら、パキス

タン人の女性が押し寄せるかもしれない。そんな、我々の日常では当たり前のことに、違った目線で「気づき」を与えてくれ

る旅行者たちの言葉を大切な定性データとして、地域の観光資源の発掘につなげていくことは重要である。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 紀陸 武史 氏）

・ 地域事業者に地域周遊クーポンの特典協力を依頼し、オリジナルクーポンを作成し

て観光案内所で配布。

‥クーポンは、有効期限内に3カ所以上で利用し、案内所に戻りアンケート回答し

た人に別府オリジナルグッズを進呈。先着200人、1人1回。

・ 周遊後に、観光案内所に旅行者が戻ってくる仕組みとなっているため、別府の感想

や各スポットの感想などをヒアリングすることができる。その感想は、協力してくれた地

域事業者に共有することで、地域との強固な関係作りにもつながっている。
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❷ 地域の個性を表す場所・ コンテンツの紹介

❸ 地域と連携したSNSによるプロモーション

●地域のイベントを案内所がSNS投稿して集客に寄与 ▶北九州市総合観光案内所（福岡県北九州市）

・北九州に本拠地をおく企業が主催するスタンプラリーイベントについての情報を、

案内所がSNS投稿。

・イベントでコラボするアニメの装飾を投稿したところ、案内所内の装飾を目的に2

日間で100名が来訪。観光案内した場所にも実際に足を運んでくれ、旅行者

がSNS投稿し発信された。

●田舎体験ツアーへの参加者を、SNSを使って募集 ▶ Travelers Hub Nara（奈良県奈良市）

・在住外国人を対象に月ヶ瀬での農泊体験の参加者

募集をインスタグラムで実施。

・観光案内所スタッフ自ら地域に足を運び地域の魅力

を体感したからこそ、SNSの的確なターゲティングと趣

味趣向の選定ができたため、4日間で41組59名の

応募が集まった。

SNSの取材を通じて、地域の人々との継続的なリレーションをつくる

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 紀陸 武史 氏）

SNSの取材といっても、単に観光施設や景色を写真にとって投稿するというのではなく、取材自

体を地域と関わるきっかけにすることが大事である。何度も足を運んで関係を深めることで、地

域の人々の昔話から思わぬ発見があるかもしれない。

取材によって、外国人旅行者に発信したくなるような、地域の暮らしに根ざした、地域ならでは

のコンテンツを見つけていくこともできるはずである。

●地域の特産品の試飲を提供して観光案内 ▶笛吹市石和温泉駅観光案内所（山梨県笛吹市）

（旅行者の声）

・少量少額で試飲できるため、お土産選びに最適

・多くの種類から好みに合うワインが見つかり、製造元のワイナリー

を訪問できた
出所）観光庁「外国人観光案内所先進事例調査」（平成30年6月）

・ 案内所内にワインサーバーを設置し、市内10ヵ所のワイナリーのワインの試飲を提供

（100～500円:時期により変動）。それにより、地域内への

回遊促進や販売促進に寄与。

・ ワイナリー訪問やワイン購入につながるようなイベントも開催。
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まずは、ガイドツアーをベネフィットと組み合わせることで利用してもらう

・ 外国人旅行者からみると、自分が興味のあるテーマのガイドツアーは別として、通常はガイドにどんな魅力があ

るかはわからないので、ガイドツアーを申し込むという行動にはなかなか結びつかない。それは有料に限らず、無

料のボランティアガイドによるツアーでも同様である。

・ そこで、「レンタサイクル付きガイドツアー」、「〇〇の体験ができるガイドツアー」といった具体的なベネフィットと、

ガイドツアーを組み合わせることによって、初めて利用してみようという気持ちにさせることができる。つまり「地域

を回るのに便利」、「個人では行けない所に行ける」といったベネフィットが利用するかどうかの判断基準になる。

ベネフィットにつられて参加したガイドツアーが体験価値を膨らませる

・ その上で、実際にガイドツアーに参加した人には、ガイドによって地域の魅力が豊かに伝わっていく。どんなに素

晴らしい観光地も、ガイドが案内することでその魅力が何倍にもなり、また訪れたいという動機づけにもなる。

・ つまり、ガイドは体験価値を膨らませる“スパイス”であり、旅行者にこんなに素敵な地域であるというサプライズ

を提供する。ガイドがいるからこそ地域の価値を高められ、地域のファンを増やすことができる。

「ガイドツアー」にはベネフィットを組み合わせる

例えば、「美ら地球」が実施している「SATOYAMA EXPERIENCE（飛騨里山サイクリング）」は、「レンタサ

イクルとシャワー・着替え」というベネフィットをセットにしたガイドツアーである。

そのサイクリングでのツアーの途中でガイドが立ち止まり、農作業をしている農家の人に声をかける。どんな作業を

しているの？何を作っている？どんなふうに食べる？といった何気ない会話が、外国人旅行者にとっては地域を

ぐっと身近に感じさせるサプライズになる。

ガイドツアーで、地域のサプライズを提供

アジア系外国人は、旅の全行程を事前に確定させて来日して訪れることが多いが、欧米系外国人のほとんどは、訪

日してから旅をカスタマイズする。旅先に行けばアレンジできるだろう、というのが根底にある考えである。欧米人は決め

られたコースを辿るのではなく、「今日はあれをしよう」「街中をブラブラしてみよう」、「天気が良いからサイクリングにいって

みよう」など多様である。

先ずは旅先に「行ってみて、サプライズを探す」というのが欧米人特有のスタイルでもあるため、出発前に検索したスタン

ダードな情報以上のものを求めている。したがって、案内所は、地元のサプライズを彼らにいかに提供できるかを常に考

えておかねばならない。地域のエキスパートとして提供することができれば、需要と供給が合致していくこととなる。

（「JNTO認定外国人観光案内所の機能強化方策検討会」委員 マージョリー・L・デューイ氏）

[ガイドツアー造成の方法]

●モニターツアーなどで、現場で得られた

気付きや、外国人旅行者の反応が

良かったところを集め、魅力的なツ

アーに磨き上げていく。

①ターゲット選定

②ターゲットの特徴を深掘り

③仮説を立ててツアー内容をプランニング

④モニターツアー実施し反応を調査

⑤ツアーブラッシュアップ

⑥訪日客を対象にガイドを繰り返し
ツアーの磨き上げとガイド育成
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ブッキング・ドットコムが2022年に実施した調査によると、世界の旅行者の71％

が「今後１年間において、よりサステナブルな旅を心がけたい」と回答しており、日

本の旅行者以上に世界の旅行者はサステナブルな旅を好む傾向にある。

65

⚫ 一方で、我が国では、急速な訪日外国人旅行者の増加も一因として、一部の地

域では、地域住民や旅行者の間で、混雑やマナー違反などオーバーツーリズムに関

する課題への関心が高まっており、さらに、新型コロナの流行に対する感染症対策

や、各地で多発する自然災害に対する危機管理対策なども重要性を増している。

Q 「今後1年間において、よりサステナブルな旅を心がけたい」と思うか？

※サステナブル・トラベルに関するアンケート調査（ブッキング・ドットコム ） 2022. 2実施 ※32ヵ国・地域 計3万314名

日本の旅行者

46％

世界の旅行者

71％

Q 宿泊施設と旅先までの交通手段を選ぶ際に、提供会社のサステナブルな取り組みが選択に
大きな影響を与えるか？

日本の旅行者

与える

13％

世界の旅行者

与える

35％
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[1] 持続可能な観光地域づくりにおける、案内所が果たすべき役割と機能

⚫持続可能な観光とは、国連世界観光機関（UNWTO）により、｢訪問客、産業、環境、受け入れ

地域の需要に適合しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光」と定

義されている。

⚫具体的には、観光地の受入環境整備とあわせて、感染症対策や災害に備えた危機管理、地域の自

然環境や文化遺産の保護、観光を地域の経済や社会の発展につなげ地域住民が観光による恩恵

を実感できること、地域の価値を次世代に確実に受け継いでいくことなどが求められている。

⚫そのためには、多面的かつ客観的なデータ計測と中長期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメン

トを行うことが重要であり、観光庁は、地方公共団体や観光地域づくり法人（DMO）等の地域づく

りの主体の支援ツールとして、国際基準に準拠した持続可能な観光指標「日本版持続可能な観光

ガイドライン（JSTS-D）」を開発している。

⚫観光案内所は、地域と旅行者の主要な接点として、持続的な観光地域づくりにおける重要な役割を

担っていくことが期待されている。

「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」の指標のうち、特に観光案内所

に関係する項目には以下のようなものがある。観光案内所においては、これらの中で対

応可能な項目について取り組むことが望ましい。

JSTS-D
の番号

JSTS-Dの項目名 観光案内所における取組の例

A9 旅行者意見の調査 旅行者のニーズ把握

A10 プロモーションと情報 旅行者への情報提供

A11 旅行者の数と活動の管理 案内所利用者の数、国籍、目的地等の把握

A15 危機管理 災害時情報発信・避難誘導

A16 感染症対策 対策の周知

B2 ディーセントワークと雇用機会 案内所スタッフの安定した雇用・公正な賃金

B4 コミュニティー支援 地域社会への貢献

B7 安全と治安 医療機関情報提供

B8 多様な受入環境整備
ユニバーサルデザイン、トイレ洋式化、Wi-Fi、
キャッシュレス、多言語案内

C6 文化遺産における旅行者の管理 混雑対策（オーバーツーリズム対策）

C7 文化遺産における旅行者のふるまい マナー啓発

C8 観光資源の解説 ツアーガイド、観光案内業務全般

D2 自然遺産における旅行者の管理 混雑対策

D3 自然遺産における旅行者のふるまい マナー啓発（オーバーツーリズム対策）

D13 環境の負荷の小さい交通 レンタサイクル等のサービスの提供

▮ JSTS-Dの指標の中で、観光案内所に求められる取組例

※日本版持続可能な観光ガイドライン
（JSTS-D）ロゴマーク
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[2] 持続可能な観光の実現に向けた先進事例（主に観光案内所に関連する事例を対象）

バリアフリーツアー

●視覚障がい者が五感で楽しめる体験ツアー ▶大分県日田市

・ 視覚障がい者が水郷の魅力を体験できるモニターツアーを実施（2019.12.7）。

目の不自由な人でも五感で楽しめる観光のあり方を探ろうと企画され、市内外の障がい者と介護者5人が参加し、

滝の音や足湯の硫黄の香り、日田ジビエ料理などを楽しんだ。

・ この取組を活かして事業化を予定。

・移動は乗用車で行い、路面が整備された場所を訪れるなど安全面に配慮しながら、観光情報もより丁寧に案内。

・滝の近くに座り、水が流れ落ちる音を聞きながら黙想する時間を設けたほか、昼食には日田焼きそばを店のカウンター

で、調理の音や香ばしい匂いなども楽しめるように工夫。また、キッチンスタジオではユズの酢の物づくりや、地元産イノ

シシ肉を使ったソーセージ作りなど、手触りや嗅覚で体験できる地元の素材も盛り込む。

資源保全につながるツアー開発

●オニヒトデ駆除ツアーで環境保全 ▶高知県土佐清水市

・ 土佐清水市の竜串湾で、オニヒトデによる食害拡大に対して、サンゴ壊滅を食い止めることが大きな課題であったこと

から、地元の竜串観光振興会は課題解決を図りつつ、地域にお金を落とす仕組みとして「オニヒトデ駆除ダイビング

ツアー」の観光商品化を計画。

人材確保・受入環境整備

●デジタル技術活用による観光案内で、人材不足等を解消 ▶渋谷区観光協会・渋谷区

・ 渋谷区観光協会が直営する観光案内所では案内機能と人材不足が課題であったことから、Googleの技術協力

を受け、観光案内にマップや翻訳などのGoogleソリューションを導入。

・ 渋谷の外国人旅行者はスクランブル交差点やセンター街などに集中しているため、観光情報を提供することで回遊

性を高め、オーバーツーリズム解消などにも寄与。

＊QRコードを活用しGoogleマップで案内

観光名所や手荷物預かり所、SIMカード販売店、寿司屋など外国人旅行者にニーズの高いスポットについて、QR

コードを読み込むだけでGoogleマップ上にリストを表示可能に。

＊案内用サイネージ「Google Nest Hub」を設置し、将来的に無人化を目指す

問いかけると答えが音声で返ってくる画面付きスマートスピーカーを案内所に設置。Googleアシスタントの通訳モード

を観光案内に活用。サイネージで導き出したデータを旅行者のスマホに転送する機能もあり。

・ モニターツアーでは、サステナブル志向の強い観光客に対して、自然保護の観点からも協力者や観光需要を見込むこ

とができた。

出所）「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」
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地域経済・文化発信への貢献・混雑緩和

●ありふれた地方の「素」を観光資源に ▶茨城県桜川市

・ まちおこしを考える数名の住民有志の「寒い中真壁に来てくれる人をもてなせないか」という一言から街なかにお雛様

を飾る「真壁のひなまつり」が発案され、年を重ねるごとに町ぐるみのイベントとなっていった。

・ 2019年には160軒にまで成長し、お茶や甘酒などを出したり、地元の「語り」をしたりなど、住民によるおもてなしもあ

り、故郷のような懐かしさが好評となっている。

混雑緩和

●混雑予想表や山頂以外の御来光スポット紹介で分散化 ▶富士山

・ 富士山では混雑による事故の多発や満足度の低下、環境破壊などの課題が深刻であったことから、環境省と山梨

県、静岡県、地元自治体・関係機関による「富士山における適正利用推進協議会」が、同会が運営する富士登

山オフィシャルサイト上で、混雑予測カレンダーの公開や、混雑時の様子を映したYouTube動画の配信、山頂以

外の御来光スポットを紹介し、混雑緩和に向けた対策を実施。

・混雑カレンダーはPDFでダウンロードでき、印刷・配布も可能。

・YouTube動画（2分30秒）では、少し進むのにも時間がかかり、疲れた様子の登山者の様子を映している。

・4つの登山ルートにおいて山頂以外でも御来光が見える場所を写真付きで紹介。

マナー啓発

●マナー啓発動画の活用 ▶観光庁

・ マナー違反には、日本独自の文化や習慣を「知らなかった」ことに起因するものもあり、日本独自のマナー・文化・風

習への理解を促すために、公共交通機関や観光案内所、観光施設等で自由に放映できるマナー啓発動画を作

成し公開している（2020年1月公開）。

・ 観光客が日本滞在中で体験すると予測される各シーンで、必要なマナーをビジュアルで示し分かりやすく伝えている。

・ 公共交通機関や宿泊施設の利用方法、寺社仏閣や飲食店などの観光地でのマナー、温泉の入り方などシチュエー

ション別に10種類、短縮版5種類を作成。（音声は英語のみ、字幕は英語・韓国語・中国語繁体字、中国語簡

体字対応）

・写真撮影編（その１,2）

・歩き方編

・公共交通機関編

・神社仏閣・伝統的建築物編

・温泉・宿泊施設編

・飲食店編（その１,2）

・公共スペース編（その１,2）
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■釜石市のサステナブル・ツーリズム（観光SDGs）への取り組み

・ 釜石全域を「屋根のない博物館」と見立てた「釜石オープン・フィールド・ミュージアム構想」をコンセプトに、住まう

誇り・郷土愛を醸成しながら、観光地域づくりを行う仕組み。住民と来訪者で、持続可能な観光地を実現する

・ 持続可能な観光地域づくりは、「住んでよし、訪れてよし＝自らの地域を愛し、誇りをもって暮らしているならば

自ずと誰しもが訪れたくなる」という観光立国の理念に通ずるものである。

非日常の体験・感動

相互交流・理解

⇒ 意識の変化

地域における当たり前の日常

・自然、風景、歴史・文化、街並み

・郷土料理

・農業、漁業など地域で営まれてき
た生業

自らの文化・地域への誇り

・地域の良さの再認識、特別なもの
としての気づき

・地域への誇り、幸福感の実感

・地域の環境、文化・生業等の維
持・保全

「住んでよし、訪れてよし」の観光地域

旅 行 者

観光等で地域を訪問 地域の魅力向上による更なる誘客

地域住民

「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくり

旅行者に、地域の文化や生業等に触れてもらうことで、地域住民も、その価値を再認識し、自らの地域等を誇りに感じる

➡ 地域の更なる魅力向上を通じて、旅行者・地域住民の双方の好循環を実現

・ 持続可能な観光地域づくりには、地方公共団体や観光地域づくり法人（DMO）を始め、地域の観光事業

者や企業、住民など様々な主体が協力して取り組むことが必要になる。日本では、岩手県釜石市が、観光

地の国際的な認証機関である「グリーン・ディスティネーションズ」において、日本で初めて「世界の持続可能な

観光地100選」に選出される（2021年時点で4年連続）など、国内外で数々の評価や賞を受けている。

(サステナブル・ツーリズムの主な取組例）

・観光SDGsマネジメント（全体計画策定、運営管理、モニタリング等）

・観光従事者を増やす活動（体験プログラムの企画、インストラクターの養成など）

・釜石小中高校への観光教育の実施

・地域商社事業による、食材の地域調達率を上げるための活動（ジオ弁当、ジェラート）

・津波の伝承活動、および防災教育への取り組み

・森林クレジットの購入による、来訪者へのカーボンオフセット

・プラスチックを使用しないイベント開催

・岩手大学、東京大学海洋研究所と連携した、学習プログラムの企画運営

・廃食油を活用した社用車の利用（バイオエネルギーの活用） など

出所）株式会社かまいしDMC 釜石オープン・フィールド・ミュージアムHP https://visitkamaishi.jp/concept/
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2022.12に実施したアンケートでは、運営スタッフが強化したいスキル（言語対

応力以外）として、接客・コミュニケーション関連、ガイドやSNS運用、災害・救

急対応などが上位に挙げられている。

⚫ コロナ禍で国際的な人の往来が停止し、人員を減少した案内所も増えている。

ようやくインバウンドが再開したなかで、スタッフのスキルアップやモチベーション向

上、人材の採用・定着が重要な課題になっている。
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研修制度

・ JNTOでは、認定観光案内所の質の向上のため、全国研修会、ブロック別研修会等を実施している。また、

E-learningも合わせて実施し、研修会への参加が難しい案内所スタッフに向けた人材育成を行っている。

実施予定等については、V通信（メールマガジン）等にて案内。
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■JNTOによる支援策〈1〉

⚫訪日観光は、新型コロナウイルスの流行により、2019年をピークに大幅に減少したが、2022年10月

の水際措置の大幅な緩和や円安効果等により、ようやく回復傾向に向かってきたところである。完全

回復までにはまだ数年かかるとの見通しもある中で、案内所スタッフのスキルアップやモチベーションの向

上は喫緊の課題である。

⚫観光庁やJNTOでは、支援策をさらに充実させ、案内所の機能強化や質の向上を図っている。

[1] 案内所スタッフのスキルアップやモチベーション向上における課題と支援策

◎全国研修会

・ 全国の認定観光案内所を対象に実施するもの。（毎年２～３月頃に実施）

（例）

◼ タイトル：2022年度JNTO認定外国人観光案内所全国研修会

◼ 日時 ：2023年3月2日（木）・3日（金）

◼ 主催 ：日本政府観光局（JNTO）

◼ 開催方法：ハイブリッド開催（AP 日本橋会場およびオンライン参加）

◼ テーマ ：「認定案内所は訪日客×地域の「架け橋」 ～訪日再開の今、できること～」

◼ プログラム：スキルアップを目指した講演、グループディスカッション

おもてなし語学研修（英語 初級／英語 中・上級）

都内認定案内所エクスカーション など

◎ブロック別研修会

・北海道、東北、北陸信越、関東、中部、近畿、中国、四国、九州沖縄のブロック別に実施するも

の。（年数回程度、実施）

◎E-learning

・全国の認定観光案内所を対象にオンラインで実施するもの。（認定案内所専用サイトより受講）

（例）

◼ 時期：2022年10月～2023年1月

◼ 参加方法：オンライン（認定案内所専用サイトよりログイン）

◼ プログラム：①「語学研修」、②「旅マエ/旅ナカの情報収集・提供」、

③「接客・ホスピタリティ」、 ④「観光エリアマーケティング」 ※2023年度以降も開講予定

語学研修より

ホスピタリティ研修より 4講座受講で修了証を発行
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⚫また、JNTOでは、認定観光案内所の秀でた取組や事例を表彰する制度を導入し、スタッフのモチ

ベーションの向上にも繋がるような取組を実施していくこととしている。

■JNTOによる支援策〈2〉

表彰制度

※2022年度に初めて実施

◼ 目的：新型コロナウイルス感染症で訪日旅行者が途絶えた中で、アフターコロナに向けた認定案内所の

独自の取組み事例を評価対象として、以下の①～③のテーマ別に広く全国の認定案内所の皆様から応

募いただき、表彰を実施する。

◼ 対象：JNTO認定外国人観光案内所

◼ テーマ： ①多言語コミュニケーション・ホスピタリティ・提案力の磨き上げ

②ユニバーサル対応（心のバリアフリー、多様な文化・食などへの対応含む）

③連携強化（地域観光関係者・他案内所との連携、ネットワーク構築など）

※上記テーマ①はカテゴリーごと、テーマ②と③は全カテゴリーから表彰。

◼ 選考方法及び評価基準：

・ 認定案内所からの応募（自薦）を元に、認定案内所担当の JNTO 職員による１次審査、

有識者等による２次審査を実施。

■表彰者： ①多言語コミュニケーション・ホスピタリティ・提案力の磨き上げ

・＜カテゴリー1＞JR EAST Travel Service Center (Akita)

・＜カテゴリー２＞函館空港総合案内所「LOCAL INFORMATIONがっつり道南」

・＜カテゴリー３＞桜木町駅観光案内所

②ユニバーサル対応（心のバリアフリー、多様な文化・食などへの対応含む）

・東京シティアイ観光情報センター

③連携強化（地域観光関係者・他案内所との連携、ネットワーク構築など）

・Wander Compass Beppu

2022年度、JNTOでは、認定案内所の観光案内を担当される皆様のスキルアップや連携強化のために、様々
な取組を行いました。 E-learningの開講、オンラインセミナーの開催や、認定案内所向けFacebookグループの
開始など、いつでもどこでも学べる、つながれるツールが増えています。ぜひご活用いただければと思います。
認定案内所の表彰も、新たな取組の１つです。来年度以降、少し形を変えるかもしれませんが、継続して実施

予定ですので、ぜひご注目ください（日本政府観光局（JNTO）地域連携部受入対策グループ）

※2023年3月2日の全国研修会にて
実施した表彰式の様子
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観光庁は、令和4年度に、DXを活用した課題解決と観光案内所機能の強化を図る

手法を実証事業により、明らかにした。

実証事業は、立地等を踏まえ、外国人旅行者から求められる観光案内所の役割に応

じて、類型化したうえで、そぞれの特徴・課題に対応したもので、公募により選ばれた事

業である。

実施された実証事業の内容をご紹介します。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）

74◎2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について



実施スケジュール

SSID情報取得による混雑緩和事業 ：令和4年11月21日～令和5年2月17日

VR等コンテンツ体験による観光地送客支援事業 ：令和4年11月25日～令和5年2月19日

2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について 75

■事業詳細

案内所の抱えるこんな課題解決にチャレンジしました

⚫域内に人気スポットがあるため、一定の観光客は来るものの、人気スポットが局地的にオーバーツーリズ

ムになる。

⚫非人気（認知されていない魅力的な）スポットに人が誘導できていないことで、域内の人流の偏りが

いつまでも改善しない。

⚫広域への観光案内が属人的で、案内負荷が大きい割に言語の問題もあり案内先の魅力を十分に伝

えきれていない。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）

◎実施体制

◎事業詳細

【センサーによる混雑回避案内サービス】

・Oxyzen社のサービス（Digital東京）のセンサー（データ取得範囲半径50-80m）を原

宿エリアに11カ所、今回連携した観光地（日光江戸村）エリアに3カ所設置。

・電波取得範囲内に入った、かつWiFiモードがオンになっているスマホ（この時点では日本人か

外国人かの判別は不能）から、そのスマホの過去と現在のSSIDアクセス履歴情報を取得

（個人情報の問題はクリア済）。

・スマホごとのSSID接続履歴情報からそのスマホ所有者の国を類推し、在住外国人（≒訪

日外国人）のデータとして判別したうえで、案内所に設置したダッシュボードで出力。

・観光案内所ではダッシュボードから、センサー設置エリアの混雑状況を把握し、観光案内所に

来所する観光客に混雑状況を踏まえた域内の施設への送客を実施。

株式会社エイチ・アイ・エス

Oxyzen株式会社 株式会社NTTデータNJK

実証事業者

原宿TICを運営

センサーの設置/データ収集・分析

サービスの提供

VRプラットフォーム及びコンテンツ

の提供
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・本実証におけるシステム設計/連携

【センサーを使った混雑状況の測定と混雑緩和案内】

※今回構築したシステム：SSIDセンサーを複数個所に設置し、センサー測定範囲（半径50m

～80m）内に入ってきたWifi設定がONとなっているスマートフォンから、そのスマートフォンの

過去のSSID接続履歴情報を取得。SSID情報をもとに解析することにより、出身国（最頻

接続SSIDから推定）、新規/リピーター判別、滞在時間、を推定することができ、これらをもと

に様々な方向性で分析することが可能。

＜予算イメージ＞※詳細については、事業者にお問い合わせください。

期間：月

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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・本実証におけるシステム設計/連携

【VR等での観光案内】

＜予算イメージ＞※詳細については事業者にお問い合わせください。

項目 内容説明 金額（千円） 備考

コンテンツ

制作費 ①

＊ドローン撮影あり

・ドローン撮影・全天球撮影（3カ所）・タブレット用動画（3カ所）

・施設概要資料作成（PP想定）・プラットフォーム実装動作確認
4,400~

コンテンツ

制作費 ②

＊タブレット向け簡易動画あり

・全天球撮影（3カ所）・タブレット用動画（3カ所）

・施設概要資料作成（PP想定）・プラットフォーム実装動作確認
2,000~

コンテンツ

制作費 ③

＊タブレット向けコンテンツ無し

・全天球撮影（3カ所）・施設概要資料作成（PP想定）

・プラットフォーム実装動作確認
1,300~

クラウド環境利用料

④

環境設定/環境利用/ライセンス（1年間）込み

導入時操作説説明/保守運用費込み
2,500~

参考価格
※詳細金額は別途詳細打ち合

わせ後ご提示とさせてくださいコンテンツ制作費(①～③)＋クラウド環境利用料（④）

購入 ：44,000円(税込)

レンタル ：2,800円（税込）×6か月＝16,800円～

※参考価格になります。※2023年3月9日時点の価格になります。

※家電量販店やAmazonなどで価格差がございます。レンタル料金は、Rentio参考価格になります。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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・センサー

・ダッシュボード

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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・ダッシュボード

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）



2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について 80

・ダッシュボード

※その他のダッシュボードアウトプットについては事業者にお問い合わせください。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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・VRコンテンツ（使用デバイス）

・提供コンテンツ（一部）

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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実証で得られた知見（仕組み/運用/費用）

●センサーによるデータ取得と案内所のサービス連携による混雑緩和は有効。

【仕組み】

・今回は調査事業であり多くのデータを取るため、多数のスポットにセンサーを設置したものの、設置負荷

も考慮すると、特定の人気施設に絞ってセンサーを設置することも可能。

【運用】

・ダッシュボードの使い方に一定のスキルが必要なため、“習うより慣れろ”の考え方で試行錯誤しながら自

分なりの使い方を習得する必要がある。

【費用】

・センサーをだれが購入するか、ダッシュボードのシステム運用費をどうねん出するかといった域内事業者と

連携した、地域ごとのビジネスモデルの構築と運用が重要。

こんな案内所におススめ！

●域内にコロナ禍以前から定番の人気スポットがあるが、人の流れが長期間ほとんど変わっていないエリア

に立地する案内所。

●オーバーツーリズムが域内の観光課題になっている案内所。

●域内に人が来る環境ではあるものの、上手にそのメリットを活かしきれず、他の施設へ誘導ができてい

ない案内所。

●せっかくたくさんの人が来所するが、その場を観光するだけで帰ってしまうことが多い案内所。

【採用の際のポイント】（実証事務局所感）

・今回利用したセンサーのデータ取得範囲が半径50m-80mだったため、目的に応じてより範囲の

狭いセンサーを使うなど、域内の観光課題に即したサービス設計が重要。

・オーバーツーリズムは地域全体で取り組む課題のため、単独で解決しようとせず、案内所運営主

体、地域内の事業者と十分議論し、このサービスにより実現できること/することを一つ一つ明確に

しながら取り組んでいくことが重要。

・必ずしもセンサー設置によるデータ収集だけでなく、域内の人流量を把握するオープン情報などを

上手に使いながら低コストで混雑緩和をすることも可能なため、日々の情報収集を欠かさない。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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●VRコンテンツ提供により、収入増/遠隔観光地への送客支援は有効。

【仕組み】

・VRデバイスを用意し、コンテンツを観光スポットから手配できればどこの案内所でもサービス提供は可能。

【運用】

・観光客にデバイス操作法をレクチャーするなど運用面での負荷が大きいため、

①誰でも理解できる多言語対応したマニュアルの作成

②繁忙期を避け、閑散期の施策としてサービス提供するなどの工夫

が有用。

【費用】

・回収めどを立てずにデバイスを手配することを避け、VRで案内する観光スポット先のチケット販売等、有

償サービスとセットで導入を検討することが重要。

【採用の際のポイント】（実証事務局所感）

・ サービスの有効性は確認できているため、案内所が提供するサービスとしては採用価値が高いも

のの、

①VRを体験させる十分なスペースの確保

②補助金などを活用し、VRデバイス/コンテンツを手配する

③サービス提供時期の設定など、案内所のコンディションを十分加味した運用設計

が重要。

・人流データを分析し、自分の案内所からどの観光スポットに移動する観光客が多いか把握すること

で、より有効なサービス設計が可能であり、有償サービスとの連携も十分検討余地がある。

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）
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今回の実証を全国に広げるためのイメージ

[1] DXを活用したエリアマーケティングと機能強化事業（株式会社 エイチ・アイ・エス）

PLAN：A

PLAN：B

PLAN：C

PLAN：A

PLAN：C



実施スケジュール

：令和4年11月21日～令和5年2月17日
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■事業詳細

案内所の抱えるこんな課題解決にチャレンジしました

●来所する外国人が多様で、様々な言語対応に追われるものの、十分な案内ができていない。

●物理的に案内所で対応できる観光客の数が限られ、旅ナカで十分な情報提供ができていない。

●旅ナカで発生する観光客の不満や不安に十分に対応ができていない。

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）

◎実施体制

◎事業詳細

・JTBが従前から宿泊施設内で運用/提供している「Kotozna In-room」

（ https://kotozna.com/in-room/ ）を大阪圏内の広域旅ナカ観光案内向けカス

タマイズ。

・利用者は自身のスマートフォンでQRコードをスキャンするだけで、エリア内の情報を自分の言

語で得る事ができ、このアプリ内のチャット機能を使えば観光案内所スタッフと母国語同士で

コミュニケーションが可能。（理論上このサービスを経由すれば全国のどこからでもスタッフと母

国語同士でチャットが可能）

・サービスおよびチャットの対応言語を109言語にし、より多くの観光客にスムーズな観光案内

を実現。

・アプリをWEBブラウザで提供する（WEBアプリ）ことでユーザーのDLを不要とし、より汎用的

なサービスとして観光客に提供する。

・アプリイメージ

公益財団法人大阪観光局

株式会社JTB 道頓堀ナイトカルチャー
創造協議会

実証事業者

難波観光案内所運営

難波観光案内所受託先

Kotozna In-room構築・運営 Pivot BASE運営
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・本実証におけるシステム設計/連携

※導入を検討する場合は事業者にお問い合わせください。

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）

大阪観光局がコンテンツを提供し、
導入時サイトはJTBで制作

※機械翻訳での登録分のみ（ネイティブ翻訳希望の場合は別途見積もり）

※初期設定のコンテンツ量は応相談

※下記料金についてはあくまで概算です。必ず事業者にお問い合わせください。
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・チャット画面イメージ

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）
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実証で得られた知見

●多言語自動翻訳機能付き旅ナカアプリにおけるチャットサービスは有効。

【仕組み】

・今回実証で構築したアプリに、地域それぞれのコンテンツを制作し、登録すれば他の案内所でもサービ

ス提供は可能。

【運用】

・特にチャット機能については常時対応が求められるため、チャット対応をどういった体制で行うか、事前の

綿密な体制構築/設計が重要。チャットボットを有効に活用することで、人による対応と自動化対応

のハイブリッドの運用設計も検討可能。

【費用】

・アプリカスタマイズ/コンテンツ制作/アプリ運用の費用をどうねん出するかがポイント。特に月額費用（今

回の実証モデルではAIチャットボットも採用すると約30万円/月）は固定費になるため、このサービス

を提供することでどういうマネタイズができるかというサービス全体の設計が重要。

【採用の際のポイント】（実証事務局所感）

・特に常時接続/対応が必要となるチャット機能の案内業務について、特に深夜帯など真に外国人

が情報を欲しがる局面にどう対応するか、応対が自動化できるAIチャットボットなどとどう連携する

かを検討する必要がある。

・小規模案内所では月額約30万円の固定費負担はできないと思われ、域内でこの固定費を負担

するのがどの事業者か、案内所運営主体とともに域内観光事業者と十分検討する必要がある。

・アプリ利用数と比してチャット利用数が少ない実証結果から、アプリ内にチャットがあることが十分認

知されていない可能性が考えられる。今後全国へ広げるにあたり、「日本の観光インフラ」としてこ

ういったサービスがある認知を獲得していくことも必要。

●案内所スタッフが対応できる言語以外の言語を使う観光客が、多数来所する案内所。

●近い将来大規模国際イベントを控えていて、現在そこまで大きな課題になっていないものの、外国人
が一時的に急に増えることが確実で、スタッフの言語対応力を急遽向上することが求められる案内所。

●人による細かい域内観光案内に掛けられる時間が限られており、案内をある程度自動化したい案内
所。

こんな案内所におススめ！

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）
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今回の実証を全国に広げるためのイメージ

[2] 109言語観光コンシェルジュ実証事業（公益財団法人 大阪観光局）

PLAN：A

PLAN：B

PLAN：C



実施スケジュール

新富士案内所/杉並案内所/石和案内所/牧之原案内所

：令和4年11月21日～令和5年2月17日

2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について 90

■事業詳細

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）

◎実施体制

株式会社JKL331

株式会社SPC 各案内所
（新富士/牧之原/杉並

/石和）

実証事業者

全体設計/プロジェクトマネジメント

システム開発/運用

サービス提供

※各案内所運営主体

■新富士案内所

・・・一般社団法人富士山観光ビューロー

■杉並案内所

・・・杉並区産業振興センター

■牧之原

・・・一般社団法人まきのはら活性化センター

■石和

・・・石和温泉駅観光案内所

株式会社キューベックス

効果検証

案内所の抱えるこんな課題解決にチャレンジしました

⚫地域を訪れる外国人観光客を満足させる、外国人視点で魅力的な観光資産に関する十分な情報

を、外国語で提供できていない。

⚫特にローカルエリアの案内所では2次交通との接続（活用提案）ができず、域内周遊を促進できてい

ない。

⚫本来であれば外国人が十分満足できるコト/モノが域内にありながら、観光客をそこに導くことができて

いない。
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■事業詳細

◎事業詳細

・台湾人でもある事業者が、各案内所が所在する周辺エリアを実際に取材し、外国人視点で魅力あ

る地元ならではの観光スポットをコンテンツ化し、データベースに登録。

・各データベースのスポットをそれぞれのスポット間の距離を加味しながら、観光客の特性/嗜好テーマご

とに分類し、観光ルートを作成。

・それぞれのルートを観光客への質問結果に応じて表示するようプログラムを設計。

・同時に、Googleマップの無料APIとそのルート情報を紐づけ、観光客の回答結果に合わせて

スマホのGoogleマップ上で表示できる仕組みを構築。

・サービスプログラム内にGoogleアナリティクスのタグを埋め込み、ページごとのアクセス状況を分析できる

基盤を整備。

・4つの案内所にポスター/POPを設置し、観光客が本WEBサービスにダイレクトにアクセスできるQRコー

ドを掲示。

・サービス提供期間内に各案内所でモニターツアーを実施し、サービスの利便性などを調査。

・作成ルートとリコメンドイメージ（新富士案内所例）インタレスト 質問【 富士】

おおざっぱな
タイプだ

START！

NO
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より景⾊

⾃分の性格は
⽝より猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”という
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿することが好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がしたい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コンプリート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おしゃれ重視

Ø 富士オーシャンビューロード
Ø 富士山リバービューロード
Ø 富士川楽座周遊ロード

Ø 山から海まで富士山の絶景を網羅する旅
Ø 自然と文化の富士山景旅
Ø 町風景と富士山のツーショ ッ ト 巡り旅

Ø 冬の富士山いちごを満喫する旅
Ø 富士市名物「 つけナポリタン」 いただく 旅
Ø 富士宮名物「 富士宮焼きそば」 をいただく 旅

Ø 富士山世界文化遺産巡り旅
Ø 富士山の街を五感で体験する旅
Ø 富士山の深蒸し茶を知る、 巡る旅

Ø 富士市の街をぶらり旅
Ø 富士宮市の街をぶらり旅
Ø 名物岳南電車ぶらり旅

おおざっぱな
タ イプだ

START！

N O
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より 景⾊

⾃分の性格は
⽝より 猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”と いう
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り 着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿すること が好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がし たい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり 旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コンプリ ート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おし ゃれ重視

おおざっぱな
タ イプだ

START！

N O
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より 景⾊

⾃分の性格は
⽝より 猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”と いう
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り 着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿すること が好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がし たい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり 旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コンプリ ート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おし ゃれ重視

おおざっぱな
タ イプだ

START！

N O
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より 景⾊

⾃分の性格は
⽝より 猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”と いう
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り 着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿すること が好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がしたい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり 旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コンプリ ート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おし ゃれ重視

おおざっぱな
タ イプだ

START！

N O
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より 景⾊

⾃分の性格は
⽝より 猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”と いう
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り 着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿することが好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がし たい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり 旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コンプリ ート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おし ゃれ重視

おおざっぱな
タ イプだ

START！

N O
「 キレイなもの」
で連想するのは
モノ より 景⾊

⾃分の性格は
⽝より 猫に近い

YES

アウト ド ア派だ
“限定”と いう
⾔葉に弱い

富⼠

キレイな景⾊には
⾃分の⾜で辿り 着きたい！

In stag ramやtik tokに
投稿することが好き

旅の楽しみは
ご当地グルメ が中⼼

知的好奇⼼を
満たす旅がしたい

絶景探訪
E-BIKE

アクティ ブコース

富⼠⼭×絶景
満喫コース

富⼠の⽂化
探求コース

⼤⼈の
ゆったり 旅コース

⼤満⾜！
富⼠の⾷

コ ンプリ ート コース

旅⾏の時も
ファ ッ ショ ンは
おし ゃれ重視

各5コースの中で選べるルート

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）
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・本実証におけるシステム設計/連携

・DBの構造

・エリア

・カテゴリ

・名前

・住所

・経緯度情報

・クーポン情報

・スポット説明

・グルーピング名

・ルート名

・PRポイント

・コース詳細

・スポット説明

・マイマップURL

・エリア情報

・設問内容

・分岐設定

・グルーピング名

システム連携/UI開発 カスタマイズ費用＋初期設定（規模により3パターン）

：80万円/120万円/600ー1,000万円

台湾カスタマイズコンテンツ ：100万円/250万円/300万円ー

※交通費別途。細かい仕様については事業者までお問い合わせください。

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）
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・ユーザー接点

・クーポン提示イメージ

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）
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実証で得られた知見

●スマホで完結する観光ルート案内及びナビゲーションは有効。

【仕組み】

・Googleやオープンソースを組み合わせたシステムで実現可能なフレームのため、知識と技術があればど

の案内所でも仕組みを作り、サービスとして提供することができる。

・本実証では、事業者が域内を取材しコンテンツ制作からDBへの入力まで行ったため負荷が大きかった

ものの、この部分を地域事業者と連携し、地域事業者から集めた情報を有償で「代行入力」などする

ことで案内所の収益化につなげることもできる。

・Googleは中国本土では使われていないサービスのため、中国人が多く訪れるエリアでは別のサービスの

提供が必要。

【運用】

・今回は短期間の実証だったため、コンテンツ更新などは発生しなかったものの、継続的にサービス提供す

る際は定期的にコンテンツ更新する負荷が発生する。

・事業者に開放する管理画面などを作成し、クーポンの上げ下げなども域内事業者がセルフでできる環

境を整備すれば案内所がシステム利用料収入などを得ることも可能。

【費用】

・すべてがオープンソースで作られているため、月額利用料などの固定費は不要。ただし、地域情報を集

める、DBに情報を入力するなどの負荷をどう担うかによって初期費用が掛かる。

●まだ外国人に知られていない魅力的な観光スポットが多数ある案内所。

●レンタサイクルなどを十分に活用しきれていない、域内の2次交通にそれほど恵まれていない案内所。

●案内業務の多言語対応が十分でなく、案内リソースもそこまで潤沢になれない案内所。

こんな案内所におススめ！

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）
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今回の実証を全国に広げるためのイメージ

【採用の際のポイント】（実証事務局所感）

・UX/UIにより、利便性が大きく変わるため、地域特性や来所する外国人の嗜好に

合わせて設計する必要がある。

・ポスターとPOPだけでは、それぞれの案内所がこういう形態で域内の周遊情報を提

供できていることが伝わらないため、言語の問題をクリアしたうえで、人によるサービス

案内を行うことで利用率を上げることができる。

・観光客はリコメンドされた周遊ルートがなぜ自分にとって最適なのかを気にする傾向

が確認されたため、例えばルート推奨にインフルエンサーを活用するなどの裏付けは

有効である可能性がある。

・モニター調査では、周遊ルート上に提示された各スポットが他の観光客にどのように

評価されているか、他の専門WEBサイト上で検索される行動が見られたため、この

サービス内に過去の観光客の口コミが蓄積される構造（レビューの投稿や閲覧機

能）を具備することも検討できる。

[3] Googleマップを活用したFIT周遊支援実証事業（株式会社 JKL331）

PLAN：A

PLAN：B

PLAN：C



実施スケジュール

渋谷案内所における端末設置 ：令和4年12月20日～令和5年2月12日

函館空港における端末設置 ：令和5年1月11日～令和5年2月12日

2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について 96

■事業詳細

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）

◎実施体制

東急株式会社

株式会社Nextremer 株式会社Huber.
（WANDER COMPASS）

実証事業者

事業統括/観光案内システム提供/

業務推進管理

渋谷案内所運営

システム（AIチャットボット）開発

/運用
たび診断システム提供

渋谷案内所運営（東急と共同）

北海道エアポート株式会社

事業実施に向けた調整

新千歳外国人観光案内所 函館空港 総合案内所

案内業務 端末設置/案内業務

案内所の抱えるこんな課題解決にチャレンジしました

●人流が多い立地条件にあり、日本全国の情報提供を求められることが多いにもかかわらず、十分な情

報が提供できないという課題

●観光客とやり取りされる情報が多いためそのデータ蓄積や分析に多くのリソースを避けず、サービス（案

内などの）が属人化している。

●人的リソースが少ないものの、外国人に人気のスポットが近隣にあり、外国語対応を中心とした案内

機能の向上をはかりたい。
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■事業詳細

◎事業詳細

・渋谷の案内所（WANDER COMPASS）の北海道への案内業務の機能向上及び負荷軽減を意

図し、新千歳の案内所とリモート通話のシステムを構築。

・同時に、リソースが限られ言語対応力に課題のある函館案内所の案内機能の向上（補完）を目指

し、リモート＆AIコンシェルジュ端末を設置。

・渋谷案内所では、北海道に対する観光客の潜在ニーズを「たび診断プログラム」を搭載した端末を利

用し収集。更なる情報を提供するために新千歳の案内所とリモート通話を行う。

・函館案内所では、AIチャットボットを使った案内負荷軽減を行いつつ、渋谷ー新千歳間と同様にリ

モート通話を行うことで函館のスタッフを増やさないまま、接客品質の向上を図る。

・相互連携イメージ

・東急リモート＆AIコンシェルジュサービス概要

チャットボット 遠隔接客 たび診断
自動音声対話

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）



2022年度観光庁DXを活用した外国人観光案内所機能強化実証事業について 98

・本実証におけるシステム設計/連携

【標準仕様】

※多言語→日、英、簡体字、繁体字、韓国語

※AIチャットボット　シナリオFAQ 50/言語　※翻訳費込

※たび診断　登録コンテンツ数20 / 登録プラン 21通り ※価格は全て税抜となります。

言語対応
シナリオ

枠数
利用形式 遠隔通話 AIチャット たび診断

オプション

API連携等

導入費

※端末費不含

月額利用費

利用台数1台

月額利用費

利用台数2台以上

※追加毎に必要

例

運用費 12か月

利用台数 2台

たび診断のみ① 日英 ー PC/スマホ ー ー 〇 都度対応 414,000 70,000 0 840,000

たび診断のみ② 多言語 ー PC/スマホ ー ー 〇 都度対応 1,024,000 70,000 0 840,000

エントリーモデル① 日英 50×2か国 PC 〇 ー 〇 都度対応 4,710,000 74,000 67,000 1,692,000

エントリーモデル② 多言語 50×5か国 PC 〇 ー 〇 都度対応 5,600,000 74,000 67,000 1,692,000

通常モデル① 日英 50×2か国 PC 〇 〇 〇 都度対応 5,360,000 100,000 67,000 2,004,000

通常モデル② 多言語 50×5か国 PC 〇 〇 〇 都度対応 6,710,000 100,000 67,000 2,004,000

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）
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実証で得られた知見

●東急リモート＆AIコンシェルジュサービスを経由した地域ハブ案内所との連携は有効。

【仕組み】

・今回実証で使用した遠隔接客用通話システムは多少改善余地は残すものの、採用後

すぐ実用が可能。

・自分の案内所で来所外国人から問い合わせの多いエリアと専用ネットワークでつながり

案内ができることによる送客効果は非常に高い。

【運用】

・一つの案内所がリモート接客によりその地域以外の地域の案内もできるということ自体が

世界で稀有なため、利用率を上げるためには日本の観光案内所はそういったサービス

が提供できるというブランディングが重要。

・発信側（実証では渋谷）と受信側（実証では新千歳）が遠隔接客になれていない

と満足度の高い案内が提供できないため、双方のスタッフにある程度の「慣れ」が必要。

【費用】

・設置デバイス/遠隔接客向け通話システム利用料/たび診断システム利用料/AIチャット

ボット利用料など、すべて費用が掛かるため、それらの初期費用/利用料をねん出する

必要がある。

●自分の案内所が立地する地域だけでなく、中域から広域のエリアの案内を担う存在であり、多くの外
国人観光客が訪れるために案内機能を強化したい案内所。

●ローカルな地域に立地し、送客を受ける側の案内所であり、無人案内所を含むリソースが限られる案
内所。

●言語対応力に課題があり、他エリアのサポートを受けながら対応言語を広げたい案内所。

こんな案内所におススめ！

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）
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実証で得られた知見

【採用の際のポイント】（実証事務局所感）

・JKL331社の実証と同じく、各観光案内所（渋谷/函館）でたび診断やその他の

案内所との連携サービスを提供できている認知が観光客内にないため、機能強化

に有効なサービスの利用を増やすためには認知の獲得が重要。

・AIチャットボットについては、AIが機械学習を行うためのデータがまだ少ないため、対

話が途中で破綻することもあり、より大量のデータを取得し、AIの会話対応力を向

上する必要がある。

・リモート通話に関して、発信側（渋谷/函館）にニーズが発生しコールを送った際、

受信側（新千歳）スタッフが現地のリアル接客中などでコールに応えられない場合、

発信側の観光客が放置される状態になるため、こういった機会損失をどう減らして

いくか運用面の最適化が必要。

・合わせて、発信側と受信側が一組の観光客に接客する際の共通の目的感を持ち

（それぞれが個別にばらばらの案内をするのではなく、観光客のニーズを聞き取った

うえで）統一感のある案内を提供することが必要であり、そのために普段から案内

所のスタッフ同士が密にコミュニケーションをしていく必要がある。

・たび診断で取得したデータをどのように観光地に還元し、周遊促進や域内での観光

客の消費額向上にどう活用できるか、より具体的なユースケースを設計する必要が

ある。

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）
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今回の実証を全国に広げるためのイメージ

[4] ターミナル拠点観光案内所連携による機能強化事業（東急 株式会社）

PLAN：A

PLAN：B

PLAN：C



102◎問合せ先一覧 1/2

該当頁 区分 項目 問合せ先

P.36
P.85～89

実

証

事

業

多言語コンシェルジュサービス
Kotozna In-room

公益財団法人 大阪観光局
06-6282-5913

P.37
P.39
P.75～84

VRコンテンツによる観光地情報
Wi-Fi接続情報による混雑情報

株式会社 エイチ・アイ・エス
03-5770-5131

P.37
P.90～95

Googleマイマップを活用した周遊ルート提案
＆ナビゲーション

株式会社 JKL331
03-6784-7178

P.38
P.96～101

リモート＆AIコンシェルジュ 東急 株式会社
03－3477－6180

P.36
P.46
P.61
P.62

観

光

案

内

所

観光周遊マップとQRコード
温泉名人と回る温泉体験ガイドツアー
オリジナルクーポン

WANDERCOMPASS BEPPU
0977-75-8716
wc_beppu@wandercompass.jp

P.38 地方の案内所とビデオ通話でつなぎ観光情報
を提供

TIC TOKYO
info@tictokyo.jp

P.46
P.49

観光タクシーと連携したガイドツアー WANDERCOMPASS SHIBUYA
03-5456-6361
wc_shibuya@wandercompass.jp

P.46
P.61

交通手段のレンタルとガイドツアー 奈良斑鳩ツーリズムWaikaru
0745-75-8055

P.47
P.62

地域内のチケット販売 京都総合観光案内所
0745-75-8055

P.47
P.48

文化体験ツアーなどのコンテンツ開発・提供す
るサービス

日本橋案内所
03-3242-0010

P.48 日本文化体験のコンテンツ開発・提供する
サービス

Nara Visitor Center & Inn
0742-81-7461

P.48 地域内の観光地を疑似体験し周遊につなげ
るサービス

大津駅観光案内所OTSURY
kanko@otsu-guide.jp

P.49 カフェ・レストラン運営 SUiTO FUKUOKA
092-724-1055

P.61 サイクリング・ガイドツアー 株式会社美ら地球
info@chura-boshi.com
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該当頁 区分 項目 問合せ先

P.61

観

光

案

内

所

タクシー事業者との連携による周遊ツアー 鳥取市国際観光客サポートセンター
international@hal.ne.jp

P.62 基幹産業（木工業）に特化した観桜案内 大川市観光・インテリア情報ステーション
0944-87-0923
okwkankou@okawa-kk.com

P.63 地域の特産品の試飲を提供して観光案内 笛吹市石和温泉駅観光案内所
055-231-5500

P.63 地域のイベントを案内所がSNS投稿して集
客に寄与

北九州市総合観光案内所
0467-80-2744
thkitakyushu@gmail.com

P.63 田舎体験ツアーへの参加者をSNSを使って
募集

TRAVELERS Hub Nara
th_all@m.huber.co.jp
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項目 問合せ先

訪日外国人旅行者数
（国・地域別）

https://statistics.jnto.go.jp/

・ 国別の訪日外客数や海外市場の基礎情報などの他、データのダウンロードが可能

このサイトでわかること

ご利用方法について

◎ 訪日外国人に対する最新情報から旅行実態、消費額、周遊状況まで、訪日後の行動
データがコンパクトに整理されている。観光案内所として知っておきたい基礎情報を下に、
有料サービスの検討や、地域との連携に関するヒントになります。

◎参考データ①

https://statistics.jnto.go.jp/
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項目 問合せ先

訪日外国人消費動向
調査

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html

・訪日外国人旅行者の訪問地毎の客層、旅行内容や消費実態等の消費動向を、四
半期毎に調査。

◎ 訪日外国人の訪問地毎の動向や実態の動きまでが、3か月毎に把握できるデータに
なっています。観光案内所が存在するエリアの傾向がわかりやすく検索できます。

宿泊旅行統計調査 https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.
html

地域別外国人延べ・実宿泊者数、外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳等を毎月調
査。

◎ 訪日外国人の国籍別宿泊データなども検索することが可能であるため、前述の訪日
外国人消費動向の訪問地データと掛け合わせると、観光案内所が存在するエリアの
傾向が浮かび上がることになります。

◎参考データ②

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
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項目 問合せ先

訪日外国人旅行者の
受入環境整備に関す
る調査

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000322.html

・訪日外国人旅行者の実態・ニーズや日本の受入環境に関する満足度を毎年調査。

◎ 有料サービス導入のヒントになるデータや、持続可能な観光の実現に向けて必要な
情報がコンパクトにまとまっています。

国別マーケティングデー
タ

https://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html

地域別外国人延べ・実宿泊者数、外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳等を毎月調
査。

◎ 観光案内所が存在するエリアに来訪する訪日外国人に対する各種データが豊富に
揃っていますので、ターゲットとする訪日外国人へのアプローチを考えるうえで、とても
有益となります。

◎参考データ③

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000322.html
https://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html
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項目 問合せ先

公益社団法人 日本
観光振興協会
JAPAN 47 GO

https://www.japan47go.travel/ja

・日本全国の人気観光スポット・名所・イベントなど11万件の旅行＆おでかけ情報が検
索ができる旅の検索ポータルサイト「JAPAN 47 GO (ジャパン・ヨンナナ・ゴー)」

◎ イベントカレンダー、テーマ、エリアの観光情報やおすすめ情報の検索が可能。また、
地域ストーリーでは日本各地から届いた体験ストーリーなどもあり、日本全国の観光
情報を調べることが可能。

◎参考データ④

https://www.japan47go.travel/ja

